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E
U
法
に
よ
る
法
主
体
の
多
元
化
一

「
国
民
」
の
社
会
保
障
と
「
E
U
の
市
民
」

{法ぴ〉クレオ ル〉と主体的法形成の柿究へのアプロ ヂ(， ) 

は
じ
め
に

R
い
下
一
く
に

E
C
)
は
、
構
成
凶
の
因
家
法
秩
序
と
一
般
の
困
際
法

秩
序
と
の
中
間
に
独
自
の
法
秩
序
を
築
い
て
き
た
。

E
C
は
、
構
成
同
の

回
民
に
対
し
て
直
接
の
統
治
権
限
を
も
ち
つ
つ
、
多
く
の
政

J

仇
情
慌
の
実

現
に
つ
い
て
は
構
成
因
の
制
度
を
過
し
て
行
う

E
C
の
登
場
の
結
呆
、

E
じ
弁
凶
の
阿
軍
機
閑
は
、
各
国
法
上
の
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、

ι
c

法
の
履
行
の
た
め
の
機
関
と
も
な
っ
た
。

E
U件
凶
の
阿
民
も
、
国
家
法

上
の
権
利
義
務
を
も
っ
「
困
民

(
E
F
E
E
-
)
」
で
あ
る
と
ト
と
も
に
、

E
C

法
上
の
権
利
え
務
を
も
っ
「
E
じ
内
氏

(
2
5
2
cご
Z
河
口
ご
と
な
っ

た
、
つ
ま
り
E
じ
は
、

E
U
諸
国
の
回
家
法
と

E
C
訟
と
の
ヘ
ク
レ
オ
l

の
自
由
と
平
等

中

ネナ

it 

民

ル
ゾ
を
牛
じ
さ
せ
る
恒
1
4

日
的
な
制
度
的
か
つ
法
的
な
草
盤
と
な
っ
た
の

本
稿
で
は
、
ヘ
法
的
ク
レ
オ
ル
、
と

H
き
れ
る
事
例
を
、

E
り
各
凶

の
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る

E
C
法
の
影
響
と
い
う
伺
点
か
ら
収
集
す

る
。
具
体
的
に
は
、

ι亡
域
内
を
移
動
す
る
構
成
阿
の
同
い
民

(ι
じ
巾
民
)

が
、
移
動
先
の
困
(
山
先
同
ま
た
は
そ
↓
人
凶
と
昨
品
)
で
の
村
会
保
障
給

付
を
と
の
範
岡
で
出
先
困
の
凶
民
と
制
等
に
受
給
で
き
る
か
と
い
う
間
也

領
域
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
法
の
展
開
か
ら
、

ι亡
諸
岡
の
「
凶
民
」
が

「
E
U
市
民
」
の
側
面
を
追
加
し
て
多
一
川
化
す
る
r
会
を
一
ボ
し
、
個
人
的
法

ふ
干
休
の
多
一
川
化
を
通
し
て
、
構
成
阿
の
岡
山
家
法
の
変
則
廿
と

E
C法
の
新
た

な
創
造
を
示
す
。

E
U
域
内
の
人
的
移
動
と
社
会
保
障
給
付
の
受
給
権
の

T
等
待
遇
と
い
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叶究ノ ト

う
問
題
領
域
を
切
り
い
い
と
す
る
の
は
、
そ
こ
に
原
型
と
そ
の
同
慌
の
変
化
が

明
確
に
映
し
附
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
h
E
U
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
制

度
は
い
ま
だ
に
回
家
単
位
で
編
成
さ
れ
運

f

呂
さ
れ
て
い
る

3

件
回
の
牡
ん
山

保
障
制
度
は
各
国
の
法
が
編
成

L
、
保
障
給
付
の
受
給
権
は
国
民
に
専
ら

付
ワ
さ
れ
る
。
生
老
病
死
や
阿
窮
な
と
人
す
べ
て
に
起
こ
り
得
る
危
険
を

回
民
が
速
仇

v

て
負
旧
刊
す
る
理
念
か
ら
で
あ
る
つ
歴
史
的
に
み
て
も
、
各

国
の
朴
公
保
障
法
制
度
が
二
つ
刊
紀
中
階
ま
で
に
停
止
し
、
そ
の
後

ι
c

が
設
守
さ
れ
て

E

C
法
が
守
場
し
、
法
に
」
体
た
る
個
人
等
の
多
冗
化
が
川

じ
た
ゆ
え
に
法
、
一
上
体
の
多
一
市
化
に
よ
る
原
担
の
変
容
を
こ
の
切
り
口
は

鮮
明
に
一
不
す
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
は
同
系
列
順
の
判
例
の
収
集
と
訟
の
変
容
・
生
成
の
整
理

に
と
と
ま
る
。
法
上
体
の
多
一
市
化
が
既
存
の
困
家
法
平
岡
際
法
の
概
念
や

埋
論
体
系
に
及
ぼ
す
影
響
の
法
刃
品
的
な
与
察
や
、
多
元
化
し
た
ヱ
体
の

戦
略
的
な
法
形
成
れ
動
に
よ
り
必
完
成
す
る
法
に
全
般
的
な
特
徴
が
あ
る
か

と
う
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
何
か
と
い
っ
た
比
較
法
的
な
高
察
は
、
人
f
仕院の

謀
題
と
し
た
い
。
本
一
楠
を
研
究
ノ

I
ト
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

芥
国
の
社
会
保
障
制
度
と
労
働
者
の

PH由
移
動

(
)
弁
阿
の
社
会
保
障
制
反

R
亡
各
国
の
社
会
保
障
制
度
は
、
一
九
世
紀
・
一
口
世
紀
に
枇
ん
附
さ
れ

た
、
そ
の
後
に
一
九
五
心
年
代
に

E
じ
が
設
立
さ
れ
、
九
九

0
年
代
に

E
U
へ
畏
閣
し
た

E

C
は
そ
れ
固
有
の
社
会
保
障
制
度
を
も
た
な
い

3

社
会
保
嘩
制
度
は
そ
の
財
源
に
租
悦
や
相
公
保
険
令
な
ど
、
同
比
か
ら
の

強
制
的
な
資
金
調
達
を
必
要
と
す
る
c

ヨ
l
ロ
ソ
パ
の
諸
国
は
、

E

C
設

ItiJと58(3・3併の1374

げ
時
も
判
例
在
も
、
そ
の
よ
う
な
資
企
調
迂
権
力
を
E

C
に
も
た
せ
る
こ
と

を
遊
け
た
り
そ
の
結
果
R
じ
で
は
い
ま
だ
に
社
会
保
障
制
度
は
各
国
中
位

で
編
成
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
、

R
U
A回
の
社
会
保
障
制
度
は
、
制
度
設
計
も
餌
障
内
谷
も
宰
様
で
あ
る
。

凶
民
に
対
す
る
公
的
健
康
院
療
サ
ー
ビ
ス
制
民
を
例
に
と
れ
ば
、

ιじ

各
国
的
制
直
ル
は
引
は
多
椋
で
あ
る
υ

資
金
制
達
方
式
か
ら
ん
別
し
て
「
祉

企
保
険
主
式
」
と
「
困
常
健
康
サ
ピ
ス

(
r
F
E
E
-
F
p
r
z
P
2
5

zzm)
ん
式
」
と
に
分
類
で
き
る
。
第
一
の
「
社
会
保
険
方
式
」
は
、
一

九
世
紀
末
ド
イ
ツ
の
ピ
ス
マ
ル
ク
の
政
議
を
端
緒
と
し
、
医
療
を
受
け
、
っ

る
被
保
険
者
が
納
め
る
保
険
料
を
則
淑
と
し
て
逆
崩
さ
れ
る
そ
の
逆
崩

に
お
い
て
給
付
の
方
式
が
二
つ
に
細
分
類
さ
れ
る
、
「
医
療
費
償
還
方
式
」

で
は
、
受
診
者
が
医
療
機
関
に
費
用
を
払
い
、
社
会
保
険
機
関
か
り
償
還

を
受
け
る
(
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
)
じ
「
現
物
給
付

ん
式
」
で
は
、
患
者
は
指
定
灰
療
機
関
で
受
診
し
、
そ
の
医
療
被
閑
が
社

会
保
険
機
関
か
ら
医
療
費
の
支
払
い
を
受
け
る
(
オ
ラ
ン
ダ
、
ト
イ

y
、
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
第
一
の
「
阿
営
健
康
サ
ー
ビ
ス

(
N

H
S
)
ん
式
一
は
、
一
心
世
紀
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ヴ
ァ
レ
ッ
ジ
報
日

書
的
考
え
方
に
1
4
脚
す
る
税
金
を
財
源
と
し
、
凶
民
だ
れ
も
が
医
療
の

現
物
給
付
を
ほ
ぼ
無
料
で
受
け
ら
れ
る
(
イ
ギ
リ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
「
、

北
欧
、
南
欧
諸
国
)
。

第
の
「
什
会
保
険
方
式
」
と
第
一
の
「
回
目
健
康
ザ
l
ピ
ス
方
式
」

の
違
い
は
、
山
閉
山
首
側
か
ら
み
て
、
自
国
内
の
病
院
選
択
の
山
川
が
前
者
は

あ
る
祈
度
あ
る
が
、
役
者
は
な
い
点
に
も
あ
ら
わ
れ
る

ζ

く
に
イ
ギ
リ

ス
の

N
H
S
は
、
区
叫
布
施
設
の
地
mm
的
配
置
や
具
体
的
医
械
の
提
供
内

存
回
総
門
単
時
期
目
場
所
な
ど
は
誕
営
者

(
N
H
S
)
の
裁
量
に
ま
か
さ

れ
て
い
る
。
個
々
の
也
計
は
、
居
件
地
区
を
所
轄
す
る
般
医

(
G
P
)

に
登
録
し
て
受
診
し
、
一
般
医
が
専
門
治
療
の
日
泌
を
認
め
た
と
き
の
み

専
門
州
院
で
，
巾
婦
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
側
か
ら
直
殺
に
専
門

梢
院
に
治
械
を
県
請
で
主
な
い
し
、
治
療
の
内
容
時
期
・
場
所
な
と
を

選
択
す
る
権
利
も
な
い
〕
巾
思
似
合
は
入
院
治
療
で
は
、
多
く
の
疾
術
に
つ
い

て
、
待
械
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
二
九

λ
0年
代
は
と
く
に
そ
う

で
あ
っ
た
)
。

一
一
)
労
働
省
の
白
山
移
動
と
平
等
待
遇

こ
の
よ
う
に
各
同
で
多
様
に
編
成
し
運
肘
さ
れ
る
拝
阿
の
村
公
保
障
制

度
を
前
抗
に
し
て
、

E
C
が
設
立
さ
れ
た

c
R
C条
約
は
当
初
、
経
済
共

川
休
の
設
立
を
目
的
と
し
た
の
で
、

E
C諸
国
の
凶
民
が
、
越
境
的
に
粁

済
活
動
に
従
事
す
る
今
一
態
様
か
ら
権
利
を
規
d

足
し
た
り
す
な
わ
ち
、
①
「
被

刷
計
二
域
内
他
凶
に
移
動
し
て
被
刷
者
と
な
る
)
、
②
「
白
常
業
省
二
域

内
他
阿
に
移
動
)
て
山
先
に
定
住

v

て
自
営
業
を
開
業
す
る
)
、
勾
「
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
」
(
域
内
他
同
に
役
湾
を
提
供
す
る
が
、
移
動

L
C
提
供
す

る
場
合
は
一
次
的
な
移
動
で
山
先
に
ー
'
疋
住
し
な
い
)
に
う
い
て
、
域
内
の

白
山
移
動
居
性
の
権
利
、
出
先
凶
で
の
平
等
刊
辿
の
権
利
手
一
保
障
し
た
(
③

E
C条
約
一
九
条
以
卜
、
必
凶
一
一
条
以
下
、
一
ゆ
同
九
条
以

I)υ

こ
の
今

態
株
町
人
を
「
労
働
占
一
と
総
称
し
よ
う
c

九
六

0
年
代
か
ら
じ
り
年
代
初
め
に
か
け
て
、
労
働
者
の

白
山
移
動
を
真
仁
実
現
す
る
た
め
に

E
C規
則
や
折
令
が
追
加
的
に
制
定

さ
れ
た
c

被
用
者
・
白
常
業
省
と
そ
の
同
作
扶
長
家
族
の
域
内
白
山
移
動

岸
川
住
の
権
利

(
E
C規
則
六
二
/
六
八
回
勺
)
や
被
用
占
・
白
常
業
者

の
問
先
阿
で
の
「
社
会
的
利
持

2
0
2
f
E
Eコ
E常
切
)
」
の
ヤ
等
待
遇

が
疋
め
ら
れ
た
(
同
規
則
ヒ
条
一
項
ぺ

R
C裁
判
所
は
、
一
九
七

0
年
代
半
ば
以
降
の
判
例
で
、

E
C条
約
の

労
働
者
の
移
動
印
刷
住
ギ
等
符
辿
の
規
定
に
直
接
効
果
(
各
同
の
国
民
に

直
長
に
権
利
が
生
じ
る
効
果
)
を
認
め
る
v
げ
場
を
明
確
に
し
た
c

ま
た
労

そ
の
後
、

北法58(3玖)り)1375



叶究ノ ト

的
計
が
享
受
す
る
出
先
国
で
の
「
社
会
的
利
指
」
の
い
半
日
号
付
辿
に
つ
い
て

も
、
規
定
を
広
く
解
釈
し
て
労
働
者
の
家
放
に
も
保
障
し
た
。
さ
っ
し
て

各
国
の
凶
民
は
、
越
境
的
に
経
尚
一
出
動
に
従
事
す
る
な
ら
ば
、

E
C円以上

の
労
働
者
と
し
て
の
権
利
を
行
使
し
、
そ
の
権
利
は
抵
触
す
る
各
国
法
に

優
位
し
て
保
識
さ
れ
よ
う
に
な
っ
た
c

当
該
労
働
省
の
同
伴
扶
張
家
族
も

ま
た
同
検
の
法
的
保
訟
を
受
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

)
社
会
保
障
給
付
移
動
随
伴
と
医
掠
給
付
の
事
前
許
川

各
同
の
社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
で
一
百
え
ば

一
九
七
一
年
の

R
C規

則
一
判
。
八
/
七
一
号
(
以
一
九
七
一
角

E
C規
則
)
に
お
い
て
、
移

動
す
る
労
働
者
と
そ
の
阿
伴
扶
養
家
肢
の
山
先
同
で
の
什
え
保
障
給
付
の

平
等
待
辿
も
定
め
ら
れ
た
(
同
規
則
一
一
条
一
頃
)
。
さ
ら
に
当
該
規
則
一

一
条
は
、
移
動
す
る
万
働
者
と
本
族
が
、
常
居
間
(
本
阿
)
以
外
の
域
内

他
困
の
医
療
機
関
で
一
時
的
に
医
療
を
受
け
る
場
台
を
想
定
し
、
ふ
て
の
場

人
門
は
、
本
国
の
所
特
機
関
の
事
前
一
計
可
を
条
刊
に
、
域
内
他
国
(
山
先
阿
)

で
そ
こ
の
国
民
と
同
等
の
医
療
を
立
け
ら
れ
る
と
'
疋
め
た
c
官
官
前
許
可
は
、

海
上
平
岡
の
川
同
制
度
で
も
提
供
さ
れ
て
い
る
範
阿
の
治
療
を
域
内
他
阿
で

受
け
る
場
合
で
、
一
②
当
該
治
療
を
、
病
人
の
現
在
の
病
状
お
よ
び
推
定
さ

れ
る
州
凶
を
主
憎
し
つ
つ
、
本
国
で
「
通
常
法
す
る
同
問
内
に
交
け
ら
れ

な
tJ、 し通
卜」

がと
さ

付
日
さ
れ
る

(
同
条
瓜
)

υ

九
ヒ

0
年
代
初
め
の

E
C諸
凶
の
ん
ロ

E
占
、
で
あ
っ
た
r

L
A
で
件
凶
の
什
会
保
障
制
度
が
存
続
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
他

点
で

ι
c域
内
の
人
の
移
動
と
社
会
保
障
給
付
の
随
伴
を
、
労
働
者
と
み
~

の
同
伴
扶
支
家
肢
に
限
f

疋
し
て
認
め
た
。
労
働
者
り
っ
ち
定
住
的
な
抜
刷

者
や
自
営
業
者
や
そ
の
家
族
の
移
動
は
、
山
先
何
で
の
納
税
や
社
会
保
険

料
の
γ

人
払
い
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
、
社
会
保
障
給
付
の
随
伴
を
認
め
て
も
、

各
凶
の
社
会
保
障
制
度
の
則
政
に
泌
刻
な
影
響
は
な
い
サ
ー
ビ
ス
提
供

者
は
時
的
に
他
刊
に
移
動
す
る
だ
け
で
あ
り
、
本
国
で
の
納
税
に
よ
り

本
国
の
社
会
科
障
給
付
を
た
本
的
に
受
け
る
と
想
定
で
き
る
υ

さ
ら
に
、

一
時
的
に
他
同
の
医
療
給
付
を
受
け
る
場
人
n
は
、
本
国
の
事
前
許
可
を
攻

す
る
の
で
、
本
国
の
社
会
保
障
制
度
の
財
政
の
計
幽
や
逆
営
の
安
定
性
は

維
持
で
き
る
も
の
と
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
は
一
九
七
つ
午
代

か
ら
九
八
口
年
代
末
ま
で
は
安
定
的
に
維
持
さ
れ
た
を
の
問
、

E
C

で
は
、
社
会
保
障
制
度
の
編
成
と
話
営
に
つ
い
て
は
構
成
凶
の
白
律
的
な

梓
限
に
属
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

E
C法
に
よ
る
規
制
は
ほ
と
ん
ど

止
ば
な
か
っ
た
c

一
九
八

O

九
0
年
代
前
半
の

E
C法
の
展
開

ItiJと58(3・:UO)1376 
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し
か
し
、
徐
々
に
こ
の
一
九
七
心
作
代
初
-
凶
的
合
意
向
が
揺
ら
い
で

い
っ
た
、

E
C
裁
判
所
は
、
白
川
移
動
の
権
利
ー
+
体
、甲
山
川
先
国
で
の
平
等

待
遇
の
迫
川
純
凶
を
解
釈
に
よ
り
出
げ
て
行
っ
た
c

第
一
の
契
機
は
、
一
九
八
同
年
の
ル
イ
ジ
&
カ
ル
ボ
ネ

F
E
E
師

会
ユ
己
コ
士
事
件
で
あ
る
υ

本
件
で

R
C
裁
判
所
は
、

E
C条
約
の
「
サ
ー

ビ
ス
提
供
の
自
巾
一
組
1

疋
(
川
阿
九
条
M
l
)
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
「
受
領

似
合
」
の
白
山
移
動
惟
を
合
む
と

mm釈
し
た
(
及
定
一
六
段
)
c

こ
の
結
果
、

対
価
の
支
払
い
を
伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
ャ
受
領
の
た
め
の
移
動
は
、

E

C
条
約
上
の
基
本
的
権
利
と
認
知
さ
れ
、
そ
の
移
動
を
阻
肯
す
る
よ
う
な

構
成
問
の
犯
置
は
、
措
慣
を

E
C法
上
正
当
化
で
き
な
い
限
り
違
法
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
c

第
一
の
契
機
は
、
一
九
八
計
年
の
グ
ラ
ヴ
ィ
エ

5
2
5
2
)
事
件
で

あ
る
こ
の
事
刊
で
は
、
移
動
し
た
先
(
山
先
同
)
で
の

γ等
待
遇
が
問

題
に
な
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
公
立
美
術
専
門
学
校
の
阿
コ
マ
漫
画
科
の
f
j子

川
の
長
業
料
が
外
国
人
学
牛
に
だ
け
少
額
な
が
ら
謀
き
れ
た
凸
を
フ
ラ
ン

ス
人
原
山
が

E
C
法
上
の
同
籍
ハ
別
禁
止
原
則
(
現
E
C
条
約
一
一
条
)

に
以
す
る
と
訴
え
た
事
案
で
あ
る
。
国
籍
差
別
の
禁
止
原
則
が
は

R
C条

約
の
適
刷
範
岡
に
お
い
て
適
肘
き
れ
る
、
本
件
の
学
校
教
育
は
ベ
ル
ギ
ー

人
学
ヰ
に
は
年
慣
で
、
外
同
人
学
川
に
も
格
安
で
あ
っ
た
か
ら
本
件
の
F
J子

川
を
「
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
者
一
と
構
成
す
る
に
は
無
珂
が
あ
っ
た
そ
こ

で
E
C
裁
判
所
は
、
本
件
学
校
の
り
了
科
の
教
育
は
将
来
の
専
門
的
職
業
に

不
同
欠
の
技
能
の
提
供
や
資
目
刊
の
準
俄
で
あ
る
と
し
て
、
「
職
業
訓
練
」

川
、
と
評
価

L
、
職
業
訓
練
は

E
C条
約
が
認
め
る

E
C
の
政
検
事
項
(
当

時
の

E
C
条
約
一
一
八
条
」
で
あ
る
か
ら
、
凶
作
新
差
別
於
リ
原
則
が
適
用

さ
れ
、

E
C
域
内
の
外
国
人
学
生
だ
け
に
授
業
料
を
少
傾
と
は
い
え
ぶ
す

こ
と
は
、
「
職
業
訓
練
一
へ
の
平
等
ア
ク
セ
ス
を
阻
害
す
る
の
で
凶
籍
差

別
禁
止
原
則
に
反
し
違
法
と
判
断
1
ζ
~

こ
の
判
断
の
結
果
、
役
務
に
合
理
的
な
対
価
を
支
払
っ
て
い
な
い
(
が

ゆ
え
に
「
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
占
一
と
は
い
え
な
い
)
人
で
あ
っ
て
も
、

E

C
条
約
上
「
職
業
訓
棟
」
者
と
一
許
制
で
き
る
な
ら
ば
、
出
先
同
で
提
供
さ

れ
る
役
務
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
ア
等
を
主
眼
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に

別
件
で
、
大
学
の
専
門
教
育
は
二
般
教
長
教
育
を
除
い
て
)
「
職
業
訓
練
一

と
い
え
る
と
判
不
さ
れ
た
以
卜
の
判
例
に
よ
り
、
一
九
八
(
)
刊
代
内
問
中
十

に
は
、

E
C条
約
卜
の
「
被
用
者
」
「
川
口
U
染
者
」
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
」

と
そ
の
家
族
に
加
え
て
、
合
理
的
対
怖
を
支
払
う
「
サ
ピ
ス
受
領
計
」
(
悦

光
杯
、
医
療
受
領
者
、
尚
業
関
係
者
、
私

ν
学
校
の
学
ぺ
)
や
、
ム
ロ
迎
的

対
価
の
支
払
い
を
伴
わ
な
い
も
の
の
「
職
業
訓
糾
」
生
と
汗
何
し
う
る
長

(
回
公
止
学
校
の
大
り
ヂ
生
専
門
ろ
了
校
牛
)
が
、
山
先
阿
で
の
待
遇
に
つ

北法S8(3.:U1)137i
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い
て
、
凶
籍
差
別
禁
H
を
+
張
し
う
る
地
位
に
ず
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
以
卜
の
事
件
は
、
問
先
国
で
の
朴
会
保
障
給
山
刊
の
半
等
待

遇
を
求
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
コ
担
会
保
障
給
付
の
平
時
f

寸
待
過
に
つ
い

て
は
、
一
九
一
八
口
年
代
の

ι
c裁
判
所
は
、
一
九
七
ロ
ザ
代
の

E
C
規
則

の
規
定
す
る
純
凶
を
超
え
る
こ
と
に
慎
平
で
あ
っ
た

n

た
と
え
ば
、
九

八
八
年
の
プ
ラ
ウ
ン
事
件
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
三
人
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
)
に
山
川

学
し
と
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
学
月
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
学
生
に
は
ウ
人
給

さ
れ
る
最
低

q
活
補
助
金
が
外
国
人
学
生
に
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
を
同
籍

差
別
と
平
日
た
。
し
か
し

E
C
裁
判
所
は
、
当
時
の

E
C
法
の
発
反
政
附

で
は
、
当
該
給
付
は

E
C事
項
で
は
な
い
の
で
同
籍
八
別
禁
止
原
則
の
適

用
対
象
外
と
判
附
し
た

n

す
な
わ
ち
当
該
給
付
は
一
両
で
は
構
成
凶
町
教

育
政
策
事
項
で
あ
ワ
て
、
こ
れ
は
(
当
時
の

)
E
C
の
権
限
♂
じ
は
な
い
。

ま
た
他
面
で
は
、

E
C
に
も
梓
限
が
あ
る
社
会
政
策
事
項
で
は
あ
る
が
、

E
C
の
権
限
は

E
C条
約
の
疋
め
る
範
囲
に
と
と
ま
り
、
本
件
の
給
引
を

吸
う

E
C
の
権
限
は
定
め
が
な
い
の
で
、
や
は
り

E
じ
の
権
限
外
で
あ
る
、

と
い
う
理
府
で
あ
っ
た
(
裁
J

疋
一
八
段
)
。

と
は
い
え
例
外
も
あ
っ
た
c

一
九
八
九
引
の
カ
ウ
ワ
ン
事
件
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
給
付
の
一
種
で
あ
る
、
犯
川
井
被
害
者
補
償
ん
じ
が
争
わ

れ
た
の

E
C
裁
判
一
川
は
、
こ
れ
が
た
と
え
犯
罪
被
古
と
い
う
偶
発
的
な
危

古
に
対
し
て
阿
民
が
連
帯
し
て
税
則
減
の
基
金
で
対
処
す
る
と
い
う
阿
川
氏

連
帯
の
理
念
で
設
守
さ
れ
選
附
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
の

呈
領
者
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
人
観
い
ん
存
が
パ
リ
で
強
市
被
宵
に
あ
っ
た
場

人
門
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
人
も
フ
ラ
ン
ス
人
と
制
等
に
犯
罪
か
ら
保
護
さ
れ
る

ItiJと58(3・:U2)137月

べ
き
と
い
う
の
は
、
白
山
移
動
原
則
の
コ
ロ
ラ
リ

1
F必
理
的
帰
結
)
だ

か
ら
、
犯
罪
が
生
じ
た
場
合
の
被
会
補
償
も
ま
た
で
等
に
な
さ
れ
る
べ
き

だ
と
判
断
し
た
(
裁
定
一
六
一
七
段
)
。

(二
)
E
C
立
法
こ

E
C条
約
改
止

口
市
移
動
の
今
一
指
令

以
ト
の

E
C
刊
例
展
開
と
怜
わ
し
て
、
一
九
八
口
年
代
後
半
ー
か
り

E
C

諸
困
も

E
C
の
政
治
部
門
(
欧
州
委
員
会
、
欧
州
議
会
、
開
僚
理
ポ
会
)

も、

ι
c域
内
の
人
の
移
動
の
向
由
化
を
含
め
、
域
内
市
坊
の
統
合
政
策

を
推
進
し
て
い
た
、
そ
こ
で
、
一
九
九
口
利
代
初
頭
に
、
有
資
刈
折
、
退

職
者
、
学
生
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
域
内
の
川
出
移
動
権
を
認
め
、
出
先

凶
で
の
w
y
等
待
遇
を
偲
悼
す
る
三
つ
の

E
C
指
令
を
制
定
し
た
、
こ
れ
は

当
時
ま
で
の

E
C
判
例
の
展
開
を
、

E
C諸
国
と

E
C
の
政
治
部
門
が
追

認
し
た
闘
を
も
つ

し
か
し
同
時
に

一
指
令
の
制
定
は
、

E
C
判
例
の
さ
ら
な
る
反
聞
を

げ
法
的
に
統
制
す
る
面
も
あ
っ
た
を
こ
で
こ
の
指
令
を
と
お
し
て
、



E
C判
例
に
は
な
か
っ
た
要
件
が
課
さ
れ
た
。
す
な
わ

ι、
ト
コ
仙
の
三
類

型
の
人
々
が
自
問
移
動
桂
を
も
つ
に
は
、
自
ら
山
川
先
凶
で

U
活
で
き
る
だ
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け
の
十
分
な
資
力
を
も
つ
こ
と
(
有
資
力
要
件
)
と
包
括
的
な
棋
病
保
険

に
加
入
し
て
い
る
こ
と
(
疾
術
保
険
虫
件
)
が
要
件
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に

学
生
に
つ
い
て
は
、
山
先
同
で
の
ぺ
活
保
註
給
付
の
受
給
権
は
な
い
と
の

刷
丈
も
お
か
れ
た
(
学
生
指
令
一
条
)
こ
れ
ら
の
す

u

法
的
児
制
の
動
機

に
つ
い
て
、
一
一
指
令
の
前
文
は
ん
過
し
て
、
移
動
し
た
人
々
が
「
受
入
凶

の
公
的
則
政
に
不
合
理
な
れ
同

N
R
E
E
E
S
E
C
-。
Z
E
E
)
と
な
っ
て

は
な
ら
な
い
」
か
ら
と
恥
刑
し
て
い
る

前
f

え
川
段
、
日
J

了
生
指
令
前
文
?
ハ
段
)
、

(
有
資
力
省
指
令
退
職
有
指
令

ニ

E
U
へ
の
発
展
|
|
「
R
い
市
民
権
」
の
創
設
と

E
じ
の
脱
税
済
化

一
λ
九
一
年
ー
に
は
、
人
の
移
動
惇
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
立
法
的
展
開

が
あ
っ
た
、

E
じ
を
辿
し
た
市
場
統
合
に
と
と
ま
ら
ず
、
安
全
保
障
や
嘗

察
刑
事
司
法
分
貯
に
及
、
市
政
治
的
統
合
を
め
ざ
し
た

E
U
の
創
設
が
決

定
さ
れ
た
n

こ
れ
を
定
め
た
の
が

E
七
条
約

(
7
1
ス
ト
リ
ピ
ト
条
約
)

で
あ
る
(
そ
の
後
、

E
U条
約
は
、
一
九
九
七
年
、
一

C
C
一
引
に
さ
ら

に
改
7

比
さ
れ
た
)
じ

R
七
の
削
設
に
伴
い

R
C条
約
に
も
改
T
I
が
な
さ
れ
た
。
第
に
、
「

E

U
巾
民
権
(
円

E
月
ロ
忌
告
。
ご

z
d
E
E
)」
の
児
定
が
追
加
き
れ
た
c

E
じ
を
人
々
に
身
近
に
す
る
た
め
に

E
七
諮
問
の
国
民
は

凶
籍
に
加

え
て

E
U
巾
民
住
も
い
い
動
的
に
も
つ
も
の
と
き
れ
た

条
)
具
体
的
に
は
、

E
U域
内
の
移
動
府
作
権
(
阿

性
国
の
地
方
自
治
体
選
挙
欧
州
議
会
選
挙
の
選
挙
被
選
挙
権
(
同
一

九
条
)
な
ど
を
も
っ
と
き
れ
た
。

(
E
C条
約

t

八
条
)
、
山
先
肘

も
っ
と
も
、

E
引
市
民
権
と
し
て
の
移
動
居
住
権
に
つ
い
て
は
、

神
p

人

当
時
、
既
存
の

E
C法
の
成
果
を
伴
足
し
た
だ
け
で
、
独
山
の
権
利
と
し

て
は
「
幽
削
(
宝

E
ロ
吾
作
品
三
一

ζ

の
評
州
も
あ
っ
た

ζ

い
う
の
は
、

当
該
移
動
居
性
格
は
、

E
C条
約
と
実
施
措
置
に
i

注
め
る
「
制
限
と
条
件
」

に
服
す
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
同
条
一
項
)
。
こ
の
「
制
限
と

条
件
一
を
満
た
さ
な
い
と
当
該
権
利
が
発
刊
し
な
い
と
解
釈
す
る
な
ら
、

既
与
の

E
C条
約
ト
の
労
働
省
の
移
動
居
作
権
や
一
九
九

0
年
代
の
三
桁

令
の
移
動
居
体
格
の
発
生
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
川
義
と
な
り
、
新
た
な

権
利
と
し
て
の
主
義
を
丈
う
で
あ
ろ
う
、
ゆ
え
に
そ
の
後
、

E
U
--巾
民
権

と
し
て
の
同
有
の
格
動
μ
明
性
の
権
利
は
あ
る
の
か
、
「
制
限
と
条
件
」
は

い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
が
附
わ
れ
た
。
ま
た

R
七
市
民
の
仲
作
動
出
川
住
権
が

各
国
的
社
会
保
障
制
度
に
ど
、
っ
影
響
を
甘
え
て
い
く
の
か
は
、

導
入
当
時

ほ
ト
と
ん
と
子
見
で
き
な
か
っ
た
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第
二
に
、

E
じ
は
の
全
体
的
な
性
質
が
変
化
し
た
り
経
済
問
動
の
自
市
川

を
保
障
す
る
法
か
ら
、
非
経
済
的
な
利
訴
を
も
保
障
す
る
法
へ
と
変
化
し
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は
じ
め
た
(
脱
粁
消
化
)
。

E
亡
の
創
設
に
あ
わ
せ
て
、

E
C条
約
に
「
丈

化
一
、
「
救
育
一
、
「
公
衆
保
健
宅

c
c
E
Z
E
-
-
)
一
な
ど
、
非
経
済
的
価

値
を
保
護
助
成
す
る
新
た
な
情
動
口
棋
と
政
策
惟
限
が
追
加
き
れ
た
こ

れ
に
伴
い

E
C
の
名
私
も
「
欧
州
経
済
共
川
休

(
E
ι
c
ご
か
ら
「
新
治
」

が
削
除
さ
れ
て
「
欧
州
比
同
体

(
E
C
)
一
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
訓
経
済
的
な
事
墳
に
つ
い
て

E
C
に
乳
た
に
付
加
さ
れ
た

政
策
権
限
は
、
あ
く
ま
で
も
限
定
的
で
科
目
の
第
一
次
的
な
権
限
れ
使
を

補
完
す
る
も
の
ζ

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

υ

た
ζ

え
ば
、

E
C
の
公
取
保

健
権
限
は
、
そ
の
分
野
で
の
「
H
ハ
阿
体
の
行
動
は
各
回
の
諸
政
策
を
補
完

す
る
も
の
」

(
E
C条
約
一
五
条
一
項
)
に
す
ぎ
ず
、
「
公
衆
保
健
の
分

野
に
お
け
る
共
同
体
の
行
動
は
、
健
康
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
医
療
ケ
ア
の
組

織
編
成
と
提
供
に
つ
い
て
構
成
問
の
責
任
を
全
両
的
に
崎
重
す
る
」

(
H

条
力
項
)
も
の
と
確
認
さ
れ
た
n

こ
れ
ら
の
新
規
定
が

E
C判
例
の
展
開

に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
も
、
改
止
当
時
は

F
凡
で
き
な
か
っ
た

二

0
0
0年
代
の
E
C
法
の
展
開

一
九
九
円
一
年
代
ま
ご
の
判
例
の
蓄
積
〉
二
九
九

0
年
代
の

E
C
止
法
の

進
反
を
も
と
に
、
一
九
九

0
1代
末
か
ら
一

0
0
0年
代
に
か
け
て
、

E

C
判
例
は
き
ら
に
民
間
し
て
い
っ
た
c

山
ー
は
社
会
保
障
給
刊
に
関
す
る

品
川
ハ
川
+
的
な
判
例
灰
聞
を
、
医
療
給
付
と
そ
の
他
の
社
会
保
障
給
付
(
村
公

的
扶
助
目
的
の
給
利
が
多
い
)
に
わ
け
て
枇
H

珂
す
る
。

)
公
的
医
療
給
付
に
関
す
る

E
C判
例

社
会
保
障
制
度
の
う
ち
、
公
的
健
康
・
医
抽
出
サ
ー
ビ
ス
川
皮
に
つ
い
て

は
、
対
価
を
払
っ
て
恢
雌
サ
ー
ビ
ス
を
受
領
す
る
者
の
自
市
川
移
動
権
を
保

障
す
る

E
C判
例
が
展
開
し
た
、
こ
の
結
果
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
長

た
る
也
者
の
法
的
地
位
が
変
化
し
た
。
各
凶
の
健
康
医
培
制
度
の
裁
量

的
運
JH
が

E
C法
に
よ
り
次
第
に
規
制
さ
れ
、
件
凶
の
川
直
営
が
一
定
の

E

C
標
準
に
満
た
な
い
場
合
は
、
患
者
何
人
が
他
同
に
移
動
し
て
は
川
等
医
療

を
心
不
同
負
担
で
受
け
う
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
一
た
。
こ
の
変
化
は
、

「凶
FV健
康
サ
ー
ビ
ス
方
式
」
の
イ
ギ
リ
ス
の

N
H
S
に
は
原
理
的
な
挑

戦
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス

X
H
S
で
は
、
専
門
的
な
吹
山
明
治
療
に
つ
い
て

は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
の
可
否
や
山
川
市
什
の
判
断
は
般
医
が
れ
い
、

忠
者
に
は
専
門
的
治
療
の
受
領
や
内
存
選
択
の
権
利
が
な
く
、
い
わ
ん
や

治
掠
範
凶
や
水
準
の
選
択
権
も
な
か
っ
た
c

と
こ
ろ
が
、

E
C刊
倒
的
詩

情
に
よ
り
、
定
の
制
約
条
件
つ
き
な
が
ら
、
忠
者
に
も
サ
ピ
ス
受
領

の
選
択
の
権
利
が

E
C法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ItiJと58(3・:U4)13以)
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コ
ー
ル
事
件
(
一
九
九
一
八
)

一
九
九
八
刊
の
コ

l
ル

F
x
o
z
=
)
事
件
に
お
い
て
、
ル
ク
七
ン
ブ
ル

ク
に
定
作
す
る
原
告
が

1
イ
ツ
で
の
歯
科
矯
正
治
療
を
受
け
、
そ
の
と
き

の
治
療
費
を
ル
ク
セ
シ
ブ
ル
ク
の
原
山
が
属
す
る
公
的
健
康
・
収
紺
サ
ー

ビ
ス
制
度
志
企
に
負
刊
き
せ
う
る
か
と
い
う
問
題
が
は
じ
め
て
論
じ
り
れ

た
じ
原
パ
け
の
本
阿
ル
ク
セ
/
ブ
ル
ク
の
公
的
健
康
・
医
療
ザ
l
ピ
ス
は
、

「
社
会
保
険
ん
式
」
で
あ
り
、
患
者
が
治
療
費
を
払
っ
た
の
ち
、
社
会
保

険
か
ら
「
医
療
費
償
還
一
を
、
つ
け
る
削
嵯
で
あ
っ
た
原
山
は
、
本
同
当

局

に

九

七

年

E
C規
則
一
一
条
に
も
と
づ
く
外
回
治
指
の
事
前
許
可

を
求
め
た
が
、
当
局
は
治
療
に
緊
急
引
が
な
く
、
川
等
，
同
様
は
国
内
で
も

可
能
だ
と
し
て
事
前
許
可
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
事
前
許
川
の
な
い

ま
ま
自
責
で
ド
イ
ツ
で
の
治
療
を
敢
行
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
当
同
に

対
し
と
凶
内
同
等
治
療
費
用
の
崎
町
避
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
当
同
は
九

仁
一
年

E
C
M
m則
ト
の
事
前
許
可
の
欠
如
を
珂
出
に
償
避
を
ね
百
し
た
c

そ
こ
で
原
告
は
、
一
九
七
刊

E
C規
則
で
は
な
く
、

E
C条
約
四
九
条

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
田
会
領
の
白
山
惇
規
定
を
根
拠
に
償
避
を
受
け
う
る
と

キ
張
し
た
。
阿
内
治
療
な
ら
ば
苧
前
許
可
な
く
貨
刷
償
避
が
認
め
り
れ
る

の
に
、
外
困
ム
m
瞭
で
は
ポ
前
許
可
が
な
け
れ
ば
同
内
治
療
制
組
の
償
還
が

受
け
ら
れ
在
い
。
こ
の
よ
う
な
運
用
は
、
灰
柑
サ
ー
ビ
ス
受
領
の
日
出
梓

行
使
を
制
限
す
る
効
果
が
あ
り
、

T
K
当
珂
由
の
な
い
限
り
、
排
除
さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
件
の

E
C裁
判
所
は
、
原
告
の
主
張
を
認
め
た
。

E
C裁
判
所
は
、

一
方
で
、
構
成
回
は
健
康
保
険
医
堵
サ
ー
ビ
ス
を
今
日
む
担
会
保
障
制
度

の
編
成
権
を
も
つ
こ
と
、
健
康
院
療
サ
ー
ビ
ス
制
肢
が
社
会
保
障
制
度

的
一
部
と
い
う
特
別
的
件
到
を
も
つ
こ
と
も
認
め
た
。
し
か
し
他
方
で
、

健
康
・
医
療
ザ
l
ピ
ス
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
は

E
C条
約
の
白
山
移
動

規
定
を
不
当
に
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
、
費
用
悩
還
の
条
件
と
し

て
の
事
前
許
川
制
反
は
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
会
組
の
白
山
を
制
限
し
て
お
り
、

E
C法
上
の
置
当
化
で
き
な
い
限
り
は
違
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
〕

こ
う
し
て

E
C裁
判
所
は
、
一
九
七
つ
一
司
代
初
頭
に

E
C諸
凶
が
科
凶

社
会
保
嘩
制
度
を
靴
持
し
つ
つ
、
域
内
的
労
働
者
の
移
動
の
自
由
も
認
め

る
と
い
う
妥
協
枠
組
み
ト
と
し
て
の
九
七
一
年

E
C況
則
の
事
前
許
吋
制

度
を
絶
対
伺
せ
ず
、
よ
り
ト
位
の
規
範
で
あ
る

ι
c条
約
の
既
定
を
も
と

に
、
別
の
法
的
な
妥
協
枠
組
み
を
さ
ぐ
る
よ
う
に
な
る
を
こ
で
次
の
よ

う
な
論
理
を
展
開
し
た
〕

小

¥ノ

社
会
保
険
制
肢
の
財
政
均
衡
を
保
つ
目
的
は
辻
当
な
公
持
目
的
で
あ

る
。
し
か
し
本
件
は
外
岡
治
療
置
で
は
な
く
同
内
同
等
治
療
資
の
償
還

請
求
な
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
発
生
し
た
費
用
で
あ
り
、
情
還
を
認
め

と
も
財
政
均
衡
を
古
さ
な
い
υ

同
内
の
院
推
の
蛍
を
疋
水
準
以
ト
に
維
持
す
る
日
的
も
、
公
取
の

北法58(3. :U;)) 1381 

公ノ



叶究ノ ト

健
康
や
人
民
の
生
存
に
必
以
不
川
町
欠
で
あ
る
限
り
は
「
公
米
衛
生
」

(
E

C
条
約
阿
六
条
)
を
理
山
と
す
る
構
成
同
の
住
限
行
使
を

4
4化
す
る
c

し
か
し
、

E
C
に
は
医
師
歯
科
医
師
の
資
格
相
互
承
認
指
令
が
あ
り
、

域
内
で
同
等
本
準
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
外
岡
治
療
の
み
事
，
削
詐
川
町
と

す
る
正
当
埋
市
川
は
な
い
。

三日
J 

州
院
・
医
暗
サ
ー
ビ
ス
を
凶
民
す
べ
て
に
安
定
・
均
術
的
に
供
給
す

る
円
的
は
、
国
民
の
高
水
準
の
健
康
保
訟
に
資
す
る
限
り
は
「
公
取
衛

生一

(
E
C
条
約
凶
六
条
)
を
埋
出
と
す
る
Im
当
な
規
制
で
あ
る
c

し

か
し
そ
の
目
的
を
瑳
成
す
る
た
め
に
外
回
治
療
の
費
用
償
還
を
ポ
前
許

可
制
に
す
る
こ
と
が
必
要
か
に
つ
い
て
は
、
当
局
側
に
よ
証
が
な
い
、

ゆ
え
に
本
件
で
は
院
掠
サ
ー
ビ
ス
そ
領
の
た
め
の
円
由
勝
動
権
は
7
1
当

な
坦
白
な
く
制
限
さ
れ
て
い
る
、
と

こ
の
判
断
の
結
果
、
医
市
町
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
音
と
し
て
の
病
人
は
、

九

七

引

E
C規
則
一
一
条
の
事
削
許
可
が
な
け
れ
ば
外
国
治
療
を
し
て

も
賞
用
は
併
理
さ
れ
な
い
と
い
う
旧
半
の
六
鳴
か
ら
恥
じ
て
、
一
定
の
場

人
門
に
は
、
当
設
事
前
計
可
が
な
く
て
も

E
C
条
約
凶
九
条
の
向
白
移
動
梓

を
行
使
し
て
外
回
治
療
を
敢
行
し
、
同
条
を
根
拠
に
凶
内
治
療
相
当
山
買
の

償
還
を
本
困
の
制
度
か
ら
得
、
つ
る
す
坊
へ
と
変
化
し
は
じ
め
た
。
そ
の
一

定
の
地
令
が
と
う
い
う
場
合
な
の
か
こ
そ
、

R
C判
例
の
蓄
積
に
よ
り
構

築
さ
れ
る

E
C条
約
に
も
と
づ
く
新
た
な
法
的
妥
協
枠
組
み
で
あ
っ
た
c

こ
れ
を

E
r各
国
の
公
的
健
康
・
昨
れ
山
対
M
り

1
ピ
ス
担
当
当
局
か
ら
み
れ

ば
、
当
吋
が
外
凶
治
療
費
を
負
担
す
る
と
き
に
字
削
許
刊
を
求
め
る
限
り
、

そ
の
許
可
制
度
の
存
存
即
出
と
例
別
の
運
用
例
に
つ
い
て
、

E
C
法
卜
の

正
当
化
を
担
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ItiJと58(3・:U6)1382 

ス
ミ

y
ツ
4
ベ
ル
ボ

l
ム
ス
事
件
(
一
心
。

一
(
口
)
口
一
年
の
ゲ
一
ラ
フ

1
ツ
.
ス
ミ
ツ

y
&
ベ
ル
ポ

1
ム
ス
(
お
わP々コ戸

加

5口記E】=王』=E
門

zωh仲作

EEE一σ)
。。戸
E出5ω己
)
事
件
で
は
、
「
社
会
保
険
方
式
一
で
編
成
さ
れ
、

医
械
が
「
現
物
給
付
」
さ
れ
る
制
度
の
オ
ラ
ン
ダ
の
原
告
G

「パ

1
キ
ン

ソ
ン
州
治
療
)
と

P
(植
物
状
態
忠
占
の
神
経
刺
激
治
療
)
が
、
当
同
か

ら
事
前
許
可
を
恒
否
さ
れ
て
、
事
前
許
可
の
な
い
ま
ま
ド
イ
ツ
や
オ
ス

ト
リ
ア
で
医
療
を
受
け
、
そ
の
治
療
む
の
償
還
を
オ
ラ
ン
ダ
当
局
に
求
め

た
。
当
同
が
事
、
削
計
叫
を
作
併
し
た
理
府
は
、

G
は
オ
ラ
ン
ダ
同
内
で
「
通

常
治
療
一
と
与
え
ら
れ
る
範
凶
の
院
拍
手
一
他
凶
で
そ
け
る
必
要
が
な
い
か

ら、

y
は
「
通
常
治
療
」
を
超
え
た
実
験
的
治
療
は
保
険
対
象
で
は
な
い

し
、
「
山
岨
吋

d

尚
治
療
」
は
凶
内
で
ヱ
也
市
要
す
る
期
間
内
に
提
供
さ
れ
る
か
ら
、

で
あ
っ
た
。
原
山
ら
は
、
コ
ー
ル
事
刊
を
援
肘
し
つ
つ
、
事
前
許
可
な
し

で
も
同
内
同
等
治
療
賀
の
償
還
を
認
め
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
オ
ラ
ン
ダ

当
同
は
、
コ

I
ル
事
件
(
「
社
公
保
険
」
「
医
療
費
償
還
」
方
式
)
と

本
件
(
「
社
会
保
険
」
「
現
物
給
刊
」
ん
式
)
は
制
度
が
異
な
る
と
区



別
を
吊
し
斗
て
た
り
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R
C裁
判
所
は
、
コ

l
ル
事
件
を
踏
襲
し
、
同
別
論
を
退
け
た
医
療

サ
ー
ビ
ス
受
領
の
月
白
を
事
問
詐
司
川
直
が
附
害
す
る
こ
と
を
述
べ
た
う

え
で
、
裁
判
所
は
い
う
。
村
公
保
障
問
伎
の
財
政
均
衡
が
失
わ
れ
る
危
険

は
一
般
的
な
T
K
当
化
埋
山
の
一
つ
に
は
な
り
う
る
c

ま
た
万
人
に
均
衡
の

と
れ
た
病
院
-
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
昨
保
す
る
こ
と
は
、
公
衆
街

q

お
よ
び
国
民
の
健
康
の
高
水
準
の
保
譲
の
た
め
の
巨
当
な
考
置
で
あ
る

(
判
決
仁
一
七
四
段
)
本
件
の
よ
う
に
「
現
物
給
利
方
式
一
で
保
険

基
金
が
医
山
市
契
約
病
院
と
の
川
で
輩
出
負
何
契
約
を
す
る
場
合
、
病
院
の

地
規
的
配
聞
や
施
設
設
備
の
充
実
な
ど
公
的
見
地
か
ら
士
一
岡
山
寺
γ
測
が
小
可

欠
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
お
い
て
外
国
治
療
の
事
訓
許
川
町
川
肢
を
肘
い
る

こ
と
は
、
万
人
に

j

一
円
因
内
で
の
口
品
質
の
病
院
治
療
の
分
か
つ
永
続
的

ア
ク
セ
ス
を
確
保

L
、
当
同
に
よ
る
コ
ス
ト
の
税
制
と
資
源
の
効
率
活
用

を
可
能
に
す
る
必
要

T
段
と
し
て
評
価
で
き
る
(
裁
1

疋ヒ
i

ハ

八

段

)

C

た
だ
し
、
ポ
削
許
可
の
ふ
世
件
は
、

E
C条
約
上
の
基
本
的
権
利
を
保
障
す

る
よ
う
、
止
当
目
的
の
達
成
に
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え

に
、
事
前
許
川
町
の
運
用
に
お
い
て
、
あ
る
治
的
世
が
「
通
常
治
療
」
か
否
か

の
判
断
は
、
同
際
的
な
医
療
本
準
に
阻
ら
し
て
客
倒
的
か
つ
八
千
A
Tな
子
統

に
よ
り
ん
門
抑
的
期
間
内
に
行
わ
れ
、
保
険
基
金
の
判
断
に
対
す
る
司
法
存

査
が
保
障
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
裁
定
八
九
九
口
、
九
州
段
)
c

ま
た
外
凶
治
療
の
「
必
法
性
」
を
否
定

L
、
つ
る
の
は
、
川
閉
山
首
が
川
一
ま
た

は
同
等
に
実
効
的
な
治
療
を
凶
山
門
院
療
機
関
か
ら
「
不
当
な
遅
延

(
E
E
o
号
-
b
y
)

」
な
く
受
け
ら
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
(
裁
定
。
一

段
)
、
と
。

ュ

ラ

l
・
フ
ヌ
レ
事
件

(
-
0
0

一
む
の
三
河
の
ミ
ユ
ラ

1

フ
ォ
レ
&
フ
ァ
ン
リ

1
ト

F
戸
目
。
山
口
巳
〆

~
E
E
2
)
宇
件
は
、
社
会
保
険
ん
式
で
院
療
現
物
給
付
を

す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
制
度
に
あ
っ
た
原
山
M
が
ド
イ
ツ
の
医
培
機
関
で
歯
の

通
院
治
療
を
、
同
じ
く
オ
ラ
〈
タ
の
原
告

R
が
ベ
ル
ギ
ー
の
医
療
機
関
で

F
向
の
入
院
治
ほ
と
通
院
治
療
の
両
占
を
行
っ
た
c

そ
の
と
き
の
入
院
治

療
費
を
含
め
た
治
療
費
に
つ
い
て
、
各
阿
品
川
が
本
凶
制
度
に
併
還
請
求
を

し
た
事
案
で
あ
る
υ

こ
の
事
件
で

E
C裁
判
所
は
、
「
入
院
治
掠

(
E
S
U
E
-
E
h
-
-
と
「
通

院
治
療

S
E
E
m
-】

E
-
2
2
)」
の
ド
山
を
導
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、
医

療
サ
ー
ビ
ス
受
何
者
が
、
「
通
院
治
撮
」
を
他
凶
で
受
け
る
と
き
は
、
原

則
と
し
て
ポ
削
許
可
な
く
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
本
国
制
度
が
虻
供
す
る

範
囲
の
治
療
に
つ
い
て
賞
用
の
併
理
を
本
凶
制
度
に
請
求
で
き
る
じ
し
か

し
「
入
院
治
療
」
を
他
国
で
乏
け
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
本
凶
別
院
は

事
前
許
可
を
要
求
で
き
る
た
だ
し
本
同
で
の
同
等
医
療
の
提
供
に
「
不

(
7
4
D
-
-
t
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当
な
遅
延
」
が
あ
る
と
き
は
、
本
岡
山
肢
は
事
前
許
可
を
拒
否
で
き
ず
、

ま
た
事
前
許
刊
な
く
他
凶
で
川
等
入
院
ム
山
療
を
受
け
た
病
人
か
ら
の
本
凶

阿
等
賞
崩
の
償
還
に
応
じ
る
義
務
が
あ
る
マ
こ
の
よ
う
な

μ別
で
あ
る

3

こ
の
同
則
的
実
質
的
考
置
は
こ
う
で
あ
っ
た
の
す
な
わ
ち
「
通
院
治
療
」

は
、
本
凶
制
度
の
病
院
施
設
や
医
師
の
配
置
な
ど
、
設
備
投
資
や
人
件
費

の
予
措
引
-
州
な
ど
と
閣
係
が
な
く
、
治
療
賀
疋
け
が
発
刊
す
る
。
外
阿
治

療
を
し
た
と
し
て
も
、
本
同
治
療
相
当
分
の
費
用
地
唄
遣
で
あ
れ
ば
、
同
内

で
も
い
ず
れ
に
せ
よ
発
生
し
た
費
用
だ
か
ら
、
年
間
の
発
生
件
数
を
統
計

も
っ
と
も
、
子
組

的
に

F
測
し
て
組
ん
だ
子
持
総
散
に
彫
出
け
は
で
な
い

外
に
大
量
の
忠
占
が
外
国
に
通
院
治
械
に
移
動
す
る
な
ら
ば
、
事
前
許
可

制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
許
存
き
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
現
実
は
ど

E
U
諸
国
間
に
は
百
棄
の
喧
が
あ
り
、
通
院
治
療
は
川
宅
か

ら
す
る
か
ら
、
国
境
地
帯
の
作
民
を
除
け
ば
、
外
凶
に
通
院
す
る
の
は
不

便
で
あ
り
、
旅
哲
生
寸
を
何
人
が
平
ね
て
出
資
す
る
の
も
不
九
日
珂
だ
か
ら
で

あ
る
ゆ
え
に
「
通
院
治
療
」
に
事
前
許
司
を
要
求
す
る
の
は
、
公
詩
目

的
に
照
ら
し
て
も
原
則
と
し
て
止
当
化
で
き
な
い
、
こ
れ
に
対
し
て
「
入

院
治
療
」
は
、
そ
の
詩
型
量
が
設
備
投
資
や
人
件
賀
な
ど
に
、
直
ち
に
影

響
す
る
の
で
、
公
的
制
度
の
財
政
へ
の
影
響
が
大
き
い
。
ゆ
え
に
外
岡
入

院
治
療
に
つ
い
て
事
，
削
許
刊
を
製
求
す
る
の
は
王
当
で
あ
る
、
と
。

こ
の
事
件
の
結
果
、
先
例
を
再
分
類
す
る
必
要
が
で
て
き
た
。
す
な
わ

え
に
く
い

ち
コ

1
ル
事
件
は
「
通
院
治
療
」
、
ゲ
ラ

1
ツ
・
ス
ミ
ソ
ツ
品
ベ
ル
ボ

1

ム
ス
事
件
は
「
人
院
治
松
一
、
そ
し
て
本
件
は
、
「
通
院
一
と
「
入
院
一
の

両
方
の
治
療
で
あ
る

3

こ
の
分
類
は
、
公
益
同
的
を
迂
成
す
る
た
め
に
必

去
な
制
度
と
し
て
事
前
詐
り
制
肢
が
「
通
院
治
療
」
で
は
正
当
化
で
き
ず
、

「
入
院
治
療
一
で
は
正
当
化
で
き
る
と
い
う
違
い
を
も
た
ら
し
た
バ

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
件
ま
で
す
べ
て
「
社
会
保
険
方
式
」
の
事

案
で
あ
っ
た
。
は
た
し
て
「
凶
常
健
康
サ
ー
ビ
ス

(
N
H
S
)
ん
式
」
の

事
案
に
も
同
様
の
判
例
論
理
が
通
用
す
る
か
は
未
決
着
で
あ
っ
た
ま
た
、

本
件
の
段
階
で
も
ま
だ
、
九
じ
年
E
C
規
則
一
一
条
の
事
，
問
詐
り
の

以
件
に
い
う
「
通
市
叫
す
る
時
間
内
」
に
本
国
で
の
治
療
が
捷
供
さ
れ
な

い
こ
と
と
、

E
C
条
約
四
九
条
の
権
利
と
し
て
右
前
許
川
町
な
く
他
凶
治
療

が
受
け
ら
れ
る
条
件
と
し
て
の
、
本
国
治
療
提
供
に
「
不
当
な
い
止
延
」
が

あ
る
こ
と
と
が
同
じ
意
味
な
の
か
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

ItiJと58(3・:U8)1384 

四

ワ
y
y
事
件
(
一

0
0
六
)

一0
0
六
年
の
ワ

y
y
(
巧
与
吉
)
事
件
が
こ
れ
ら
の
疑
問
に
枠
え
た
り

本
件
は
「
国
山
健
康
サ
ピ
ス

(
X
H
S
)
方
式
」
を
と
る
イ
ギ
リ
ス
の

病
人
(
股
関
節
炎
)
が
、
中
間
一
計
り
を
当
局
に
二
度
巾
A
泊
し
た
が
許
吋
さ

れ
ず
、
凶
内
の
人
院
治
掠
は
当
初
年
、
円
診
断
で
阿
カ
月
ほ
ど
付
機
す

る
わ
州
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
事
前
許
可
の
な
い
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
で
入
院



治
婦
を
自
費
で
受
け
、
治
療
費
の
悩
還
を
イ
ギ
リ
ス
当
町
に
求
め
た
事
案

で
あ
る
c

{法ぴ〉クレオ ル〉と主体的法形成の柿究へのアプロ ヂ(， ) 

E
C
裁
判
所
は
、
「
回
常
健
康
ル
リ

l
ピ
ス
仁
川
式
」
に
つ
い
て
も
、
「
牡
ん
山

保
険
方
式
」
の
先
例
の
論
理
が
通
用
す
る
と
判
断
し
た
。
患
者
か
ら
み
れ

ば
、
外
凶
治
療
で
医
療
サ
ピ
ス
に
対
価
を
払
っ
て
い
る
の
で
、
サ
ピ

ス
受
領
者
の
移
動
惟
が
悶
わ
る
白
で
先
例
と
阿
様
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
本
国
が
困
常
健
康
サ
ー
ビ
ス
し
刈
式
を
と
っ
て
医
療
を
怖

悩
で
忠
省

に
提
供
し
て
い
て
も
、
外
岡
で
患
者
が
受
領
し
た
サ
ー
ビ
ス
肉
体
の
有
償

性
は
代
わ
ら
な
い
(
裁
疋
八
f

ハ
九
一
段
)
c

ゆ
え
に
、
方
で
各
国
の

社
会
保
障
制
度
の
編
成
と
注
肘
の
権
限
を
認
め
つ
つ
も
、
他
方
で
何
人
の

サ
ピ
ス
受
領
の
向
由
権
を
古
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
従
来
の
先
例
論

埋
は
継
承
で
き
、
外
国
治
療
だ
け
事
前
許
td

リ
ト
と
す
る
制
度
は
、
り
1
ピ
ス

受
領
の
白
山
問
権
の
わ
伎
を
阻
古
す
る
の
で
、
止
当
化
さ
れ
な
い
限
り
違
法

で
あ
る
(
九
二
九
八
段
て
汁
当
化
は
先
例
の
判
断
枠
組
み
に
従
う
、
と
c

R
C裁
判
所
は
先
例
の
論
理
を
繰
り
返
し
、
計
九
山
保
障
制
度
の
財
政
の

均
衡
は
優
泣
的
な
一
般
公
様
で
あ
り
、
医
療
目
州
院
サ
ー
ビ
ス
の
国
内
川
口

遍
的
提
供
も
、
高
庇
の
健
康
保
護
の
達
成
に
頁
献
す
る
限
り
は

TZコ
で
あ

り
、
公
衆
街
ぺ
お
よ
び
人
口
の
生
存
の
た
め
に
医
療
お
よ
び
病
院
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
の
自
市
川
を
制
限
し
て
治
療
能
力
・
医
療
能
力
を
維
持
す
る
こ
と

も
汗
さ
れ
る
と
認
め
る
(
一
心
一
一
一
心
立
段
て
ま
た
、
外
国
人
院
治

療
の
事
前
許
川
町
川
川
肢
を
↑
一
帯
入
す
る
こ
と
は
汁
当
で
あ
る
が
二
つ
六
一

一
一
一
段
)
、
制
度
の
個
別
事
案
で
の
運
刷
に
お
い
て
は
、

ι
c条
約
上
の

基
本
的
白
山
で
あ
る
サ
ー
ビ
ス
受
領
者
の
白
山
移
動
惟
を
併
定
で
き
な
い

の
で
二
一
五
段
)
、
事
r

削
許
刊
の
裁
量
判
断
が
訟
意
的
に
れ
わ
れ
な
い

よ
う
に
適
正
な
行
政
干
読
と
司
法
審
査
が
時
保
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
(
一

一
七
段
)
。

一
六
一

以
卜
を
前
提
に
し
て
、
外
凶
で
の
人
院
治
山
慌
の
事
前
許
可
を
与
え
る
べ

き
場
合
も
存
主
す
る
と

E
C裁
判
所
は
い
う
、

ι
c判
例
に
い
う
医
療
枕

供
の
「
不
当
な
出
廷
」
と
九
じ
年
E
C
規
則
の
「
通
常
要
す
る
時
川

内
」
の
侠
療
ギ
提
供
は
、
「
い
ず
れ
も
、
忠
者
の
病
状
か
ら
必
要
と
さ
れ

る
入
院
治
療
が
、
効
果
的
か
っ
効
中
的
に
本
凶
に
お
い
て
許
び
可
能
な
期

山
内
に
提
供
さ
れ
る
か
と
う
か
」
を
問
、
つ
の
で
同
義
で
あ
る
「
五
九
ハ

ロ
段
)
。
患
省
の
州
状
に
照
ら
し
た
入
院
治
療
の
許
容
円
能
な
付
機
期
川

は
、
「
何
々
の
患
者
の
病
状
、
病
歴
、
推
定
さ
れ
る
梢
肉
、
許
川
中
話
時

に
患
者
が
抱
え
て
い
た
痛
み
の
程
度
や
陪
古
の
性
質
に

M
ら
し
た
、
巾
思
似
合

の
治
療
必
要
性
に
関
す
る
客
観
的
際
学
的
汗
価
か
ら
許
容
さ
れ
る
引
機
期

間
」
(
区
平
的
許
行
期
間
、

5
2
5己可
R
2
1
p戸
内
句
作
コ

E)
で
あ
る
(
ハ

八
段
)
じ
も
し

N
H
S
の
般
計
阿
か
ら
討
対
し
た
般
的
待
機
刷
出
が

阪
学
的
許
容
期
間
を
超
え
な
い
な
ら
ば
、
構
成
同
は
事
，
削
許
可
を
北
否
し

て
も
7
1
当
で
あ
る
が
(
七
心
段
)
、
医
学
的
汁
存
期
間
を
超
え
て
い
る
と

北法S8(:~<Hり)日間
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き
は
、
事
前
許
可
の
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
な
ら
、
許
可
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
る
(
七
段
コ
つ
ま
り
、
思
占
的
状
態
が
、
本
国
の
一
般

的
刊
機
期
間
よ
り
も
半
く
他
凶
で
治
械
を
受
け
る
の
が

T
Zコ
な
ほ
ど
客
情

的
に
十
分
に
緊
急

(
5
2
2
Z
E
d
-長
吉
三
で
あ
っ
て
、
患
者
本
人
も
そ

れ
を
希
望
す
る
場
合
は
、
構
成
凶
の
当
局
は
事
前
許
可
は
拒
否
で
き
な
い

が
、
そ
う
い
っ
た
例
別
の
緊
急
性
の
な
い
忠
計
に
は
、
事
前
許
川

4

を
折
併

で
き
る
(
七
六
段
)
。
本
阿
制
肢
が
伺
々
の
患
計
の
際
日
了
的
許
一
“
世
間
刷
出
内

に
必
要
な
治
療
を
本
因
で
提
供
で
き
な
い
と
き
は
、
ホ
削
許
可
を
松
否
で

き
な
い
の
だ
か
ら
、
忠
告
が
事
前
詐
可
な
く
他
何
で
入
院
治
療
を
、
つ
け
た

と
し
て
も
、
そ
の
治
療
費
用
に
つ
い
て
は
悩
遠
投
務
が
ぺ
じ
る
(
一
一
一
一

段
て
な
お
、
費
刷
償
避
は
、
サ
ピ
ス
立
領
ヰ
引
の

U
由
移
動
を
附
肯
し

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゅ
、
え
に
入
院
治
療
に
直
筏
か
か
る

賀
川
(
際
的
責
肘
と
入
院
賛
同
)
に
つ
い
て
は
、
本
国
で
そ
の
山
市
出
荷
が
治

療
を
受
け
て
い
た
ら
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
地
位
に
置
く
よ
う
に
償
還
す
べ

き
で
あ
る
し
た
が
っ
て
、
本
凶

N
H
S
で
無
料
で
あ
っ
た
な
ら
、
外
凶

入
院
治
療
費
の
九
額
を
悩
還

す

べ

き

で

あ

る

(

一

九

三

段

て

な
お
、
入
院
治
療
の
在
比
費
用
以
外
の
利
随
合
川
(
係
費
や
滞
在
賀
な
ど
)

は
、
同
内
で
入
院
治
療
の
た
め
に
あ
る
地

R
の
州
院
か
ら
囲
内
の
山
の
地

同
の
州
院
へ
移
動
す
る
と
き
の
判
随
的
費
用
の
負
判
ル

I
ル
が
本
国
法
に

あ
る
か
と
う
か
に
よ
る
(
一
凶
段
)
c

も
し
本
岡
山
山
に
当
み
ル

l
ル
が

あ
る
な
ら
ば
、
医
療
目
的
で
の
外
岡
人
院
治
掛
移
動
に
付
う
付
随
的
山
興
財

の
償
還
を
求
め
る
柱
利
を
山
忠
告
は
も
っ
戸
一
回
二
段
)
。

ItiJと58(3・3引))1386

た健
ら康コ
L . 
た医ル小

療事 l5
ザ it
l か
ピら
スワ
に y

悶ツ
ヲ事
る件
各に
回「、
のる
法 E
と C
帝[J 半[J
度例
にの
重集
大積
なは
変
イヒ玉、
を的
もな

五第
に
、
忠
長
の
祝
内
か
ら
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
な
と
「
困
常
健
康
サ
ー

ビ
ス
「

N
H
5
)
方
式
」
を
と
る
治
固
で
の
患
者
の
法
的
地
作
会
一
根
本
的

に
を
更
し
た
。

N
H
S方
式
の
も
と
で
の
患
者
は
凶
内
に
と
ど
ま
る
限
り

は
、
入
院
治
療
サ
ピ
ス
を
受
領
す
る
同
期
や
内
存
に
う
い
て
指
疋
す
る

権
利
を
も
た
ず
、
す
べ
て

N
H
S当
局
の
適
止
な
設
置
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て

い
た
の
と
こ
ろ
が
、
越
境
的
な
移
動
に
よ
り
山
先
阿
で
の
(
本
阿
川
等
の
)

人
院
治
療
を
選
択
す
る
権
利
を
、
客
f

叫
的
な
医
学
的
許
容
矧
聞
を
起
え
た

な
ら
ば
、

E
C
条
約
凶
九
条
に
も
と
，
つ
い
て
も
つ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
と

き
の
入
院
治
療
の
直
按
費
用
は
本
阿
制
岐
に

R
C法
卜
角
川
和
義
務
が
ω附
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
c

ゆ
え
に
、
本
固
に
お
い
て
何
々
の
患
者
の
医
学
的

許
一
件
待
絞
期
間
を
必
え
る
治
療
遅
延
が
牛
じ
た
と
き
、
忠
省
は

E
U域
内

で
移
動
し
て
本
国
同
等
の
治
療
を
問
先
同
で
も
、
本
国
，
巾
桜
と
川
じ
費
用

条
件
で
求
め
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
ト
の
論
理
は
、
オ
ラ
ン
タ
な
と
社
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ん
山
保
険
ん
式
の
諸
国
の
患
者
に
と
っ
て
も
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
た
し

か
に

N
H
S同
の
患
者
に
は
凶
内
で
は
病
院
選
択
の
桂
利
が
ま
っ
た
く
な

い
の
に
刈
し
て
、
社
会
保
険
心
式
阿
の
彼
ら
は
阿
内
病
院
の
選
択
の
権
利

は
あ
る
、
し
か
し
弔
安
な
点
は
、
円
内
で
杭
学
的
許
初
日
期
出
を
超
え
た
恒

延
が
牛
じ
た
場
合
は
、
入
院
病
院
選
似
の
白
山
が

E
C域
内
に
拡
ト
人
す
る

と
い
う
点
で

N
H
S回
の
忠
苔
と
阿
一
の
地
位
に
た
つ
こ
と
に
な
る
つ

ま
た
、
通
院
治
療
の
場
合
、
革
本
的
に
外
国
治
療
の
事
前
許
川
は
小
法

と
き
れ
た
の
で
、

r
n
H
S同
の
患
者
も
社
会
保
険
ん
式
同
の
患
者
も
、
本

因
阿
等
治
的
分
の
費
用
の
範
聞
で
、
外
国
治
械
の
賀
川
償
還
を
す
又
け
う
る

地
位
に
つ
い
た
。
こ
れ
も
同
等
治
療
の
選
択
の
自
由
が
、
法
的
に
は

ι
c

域
内
に
払
大
し
た
こ
と
を
一
ボ
し
て
い
る
〔
が
、
実
際
に
は
、
付
随
費
用
や

諸
困
難
か
ら
外
国
通
院
が
同
内
と
阿
写
に
実
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
)
。

第
二
に
、
約
一
点
を
構
成
凶
の
祝
1

円
、
か
ら
い
え
ば
、
九
七
一
年

ι
c

組
則
に
お
い
て
当
時
の

E
C諸
国
が
安
協
し
た
点
が
、

E
C条
約
四
九
条

を
論
拠
に
し
て
根
本
的
に
別
の
妥
協
内
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
一
た
。

一
九
七
一
年
当
時
は
、
各
同
で
「
山
岨
川
刊
要
す
る
則
山
」
を
超
え
て
医
療
提

供
が
遅
延
す
る
場
合
に
の
み
事
前
許
可
を
得
て
外
凶
治
療
が
可
能
と
い
う

制
度
で
あ
っ
一
た
。
こ
こ
で
は
何
が
通
怖
の
期
間
か
は
、
各
国
の
実
務
と
判

断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の
ゆ
え
に
各
国
制
度
の
多
様
な
編
成
ん
式
と
起

用
に
あ
わ
せ
、
各
国
が
相
対
的
に
独
止
の
通
常
を
維
持
で
き
る
も
の
と
沼

定
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
労
働
者
の
域
内
自
由
格
動
を
認
め
る
こ
と
と
の
妥

協
が
成

υ一
し
た
c

と
こ
ろ
が
、

ι
c裁
判
所
は
、
「
通
常
住
す
る
山
間
同
一
を
、

存
観
的
な
「
医
学
的
許
特
別
川
」
に
読
み
替
え
、
し
か
も
例
々
の
患
者
の

恢
採
へ
の
緊
急
必
要
度
も
考
慮
点
に
加
え
た
。
こ
う
し
て
各
同
の
事
前
許

可
の
般
計
画
に
も
と
つ
く
裁
量
的
運
用
は
、
客
観
的
な
医
学
的
許
制
川

と
伺
別
の
患
者
側
の
医
械
を
得
る
利
益
も

td凶
出
し
た
、
複
眼
的
な
運
用
へ

と
恥
換
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
転
換
は
、

N
H
Sん
式
の
諸
国
で
出
m

l
円
で
あ
り
、
健
康
・
医
掠
サ
ー
ビ
ス
を
集
問
的
に
逆
常
す
る
制
度
か
ら
、

個
別
の
権
利
に
出
l
v

た
運
此
の
制
度
へ
と
性
質
を
転
換
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

(包一

に
な
っ
た
の
で
み
め
る
、

第
三
の
変
化
と
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、

E
C裁
判
州
が
、
弁
凶
の
制
度

辺
朋
に
お
い
て
一
定
の

R
C
快
準
と
も
い
う
べ
き
、
よ
り
国
際
化
さ
れ
た

実
体
的
お
よ
び

T
続
的
本
学
を
川
い
る
こ
と
を
法
請
し
と
い
る
1

円
、
で
あ

る
、
実
体
闘
で
い
え
ば
、
「
通
常
要
す
る
期
間
一
を
凶
際
的
な
医
学
的
本

草
に
も
と
づ
く
客
観
的
な
医
学
的
許
容
期
間
と
読
み
詳
え
て
い
る
点
干
、

「
ヱ
也
常
阪
府
州
」
の
「
通
f

叩
」
引
の
判
断
末
準
を
凶
内
の
基
準
で
は
な
く

凶
際
的
な
基
準
に
も
と
つ
く
よ
う
些
本
し
て
い
る
占
、
な
ど
に
去
れ
て
い

る
じ
ま
た
手
続
的
な
面
で
は
、
構
成
凶
の
制
度
運
営
卜
の
及
量
行
使
を
規

制
す
る
よ
う
な
、
客
観
的
で
、
相
、
差
別
的
で
、
事
、
削
に
知
ら
れ
て
い
る
基

準
を
整
備
す
る
こ
と
を
1

日
に
求
め
、
ま
た
、
官
官
前
許
可
な
ど
の
制
度
運
営

北法58(3.321) 138i 
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で
は
、
許
可
の
拒
否
を
司
法
的
ま
た
は
準
司
法
的

T
続
を
通
し
て
帯
責
可

能
に
す
べ
し
と
求
め
、
そ
の
存
珂
に
あ
た
る
裁
判
所
や
審
刊
一
川
は
、
必
以

と
あ
ら
ば
、
全
両
的
に
符
観
的
で
中
止
的
な
独
社
の
専
門
家
の
助
言
を
求

め
う
る
よ
、つ
に
す
べ
し
と
も
致
求
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
透
明

で
凶
際
化
さ
れ
た
伺
点
に
た
つ
制
度
の
運
、
百
を
求
め
る
占
、
で
比
辿
し
て
い

る
じ
こ
れ
ら
の
百
恥
は
、
一
一
凶
単
品
い
の
私
人
以
(
「
凶
民
」
の
次
元
)
に
お

い
て
は
出
て
こ
な
か
っ
た
法
的
要
請
で
あ
り
、
「

ιじ
巾
民
」
の
社
会
に

あ
る
べ
き
も
の
を

E
C裁
判
所
が
形
成
し
つ
つ
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

ょ、っ
一
一
)
医
療
以
外
の
社
会
保
障
給
付
に
附
す
る

E
C判
例

医
療
給
刊
以
外
の
社
会
保
障
給
付
に
つ
い
て
も
、

E
C判
例
の
民
間
に

よ
り
、
構
成
阿
そ
れ
守
れ
の
社
会
保
障
制
度
の
法
と
運
用
は
修
T

止
を
泊
ら

れ
て
き
た

F

と
く
に
税
財
源
で
運
用
さ
れ
る
訓
拠
出
担
の
給
付
に
つ
い
て
、

一
0
0
0年
代
の

E
C
裁
判
所
は
、
「
E
じ
巾
民
権
」
に
も
と

b

つ
い
て

E

U
巾
氏
の
出
先
固
で
の
支
給
条
件
の

γ等
を
班
点
し
は
じ
め
た
。

一
九
九
口
午
代
の

R
U
条
約
の
締
結
当
時
、
「
E
U
巾
民
権
」
の
創
設

が
こ
の
よ
う
な
法
的
要
求
に
結
び
付
く
と
は
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

医
ぜ
サ
ー
ビ
ス
の
事
例
と
異
な
り
、
経
治
的
困
紡
占
を
社
会
的
に
扶
助
す

る
片
的
の
社
会
保
障
給
付
な
ど
は
、
直
接
の
対
怖
の
支
払
い
関
係
が
存
す
忙

し
な
い
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
乏
領
者
と
し
て
の
平
等
待
過
の
要
求
に
は
結

び
付
か
な
い
と
思
わ
れ
た
他
に
平
写
待
遇
を
求
め
る
品
拠
と
し
て
は
唯

一、

ι
c法
の
阿
籍
注
別
禁
止
原
則

(
E
C条
約
二
条
)
と
い
う
一

般
条
項
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
原
則
は
、

E
C条
約
の
「
旭
用
範
囲
内

で
通
用
さ
れ
る
に
と
と
ま
る
。
そ
の
た
め
一
九
九

0
年
代
初
め
ま
で
は
、

た
と
え
ば
、
就
労
ゃ
就
学
の
事
だ
が
な
く
単
に
経
済
的
に
困
窮
し
た

ι亡

諸
凶
氏
で
域
内
他
同
に
移
動
し
た
者
は
、

E
C法
上
の
労
働
者
で
も
な
け

れ
ば
九
九
心
年
代
の
一
指
令
(
有
資
力
者
、
選
職
者
、
学
牛
)
に
該
当

す
る
音
で
も
な
い
か
ら
、
問
先
国
で
は

E
C
法
卜
の
国
籍
差
別
禁
川
原
則

を
主
張
し
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
当
該
原
則
的
「
人
的
適
刷
範
凶

(
以
内

O

胃

E
E号
官

2
0ロ
ロ
の
)
」
に
入
ら
な
い
ト
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
税
財

源
の
非
拠
出
型
の
公
的
給
刊
も
、
た
と
え
ば
第
二
次
大
戦
の
戦
没
者
追
抜

引
金
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
日
的
に
よ
っ
て
は
、

E
C法
の
適
肘
が
あ
る

事
頃
(
「
事
現
的
過
崩
範
囲

(20ち
:
2
0ロ
:
E
E
2
R
)
」
」
に
入
ら
な

明
一

い
と
詳
価
さ
れ
る
可
能
件
も
あ
っ
た
。

一0
0
0年
代
的
予
想
外
の

E
C法
的
展
開
は
、

E
C裁
判
所
が
、
一

九
九

0
年
代
の

E
C条
約
改
正
L

で
E
じ
の
政
策
権
限
が
「
救
育
」
「
正
化
」

な
ど
に
拡
大
さ
れ
、
か
っ
、
経
治
活
動
を
し
な
い
人
を
合
め
て
「
R
七
市

民
権
」
と
し
て
の
域
内
移
動
岸
川
住
権
が
創
設
き
れ
た
と
い
う
変
化
を
と
ら

ItiJと58(3・322)138月



え
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
特
差
別
れ
た
け
原
則
の
適
肘
鈍
開
が
人
的
に
も
事

政
的
に
も
拡
大
し
た
と
い
う
解
釈
ム
酬
を
民
間
し
た
こ
と
で
生
じ
た
、
こ
う

し
て

E
C裁
判
所
は
、
一

0
0
0作
前
後
か
ら
件
凶
の
非
拠
出
型
的
牡
公

保
障
給
付
に
つ
い
て
、
受
給
条
件
の
ア
等
待
遇
を
、
適
法
に
移
動
居
住
し

た

E
U市
民
に
つ
い
て
も
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
c
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マ
ル
テ
イ
ネ
ス
サ
ラ
事
件
二
九
九
八
)

おま
い ず
て-

JL 
E !L 
じ八
裁年
判的
lリ"
はノレ

T 
JjJ(ィ
1)， T 
他ス
固・
にサ
過ラ

に z
f主主
劃 o
~- ~ 

f土 E

" て)

い'lfご
る f干三

E
じ
巾
い
民
は
、

E
U町
民
権
と
し
て
の
移
動
居
住
権
を
適
法
に
行
他
し
た

者
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
経
済
活
動
を
わ
っ
て
い
な
く
て
も
、
国
籍
来
別

い
也
市
川
原
則
の
人
的
適
用
範
阿
に
入
る
と
判
断
し
た
。

本
件
の
ス
ペ
イ
ン
人
原
告
は
長
す

l
f
y
に
居
作
し
て
労
働
し
て
い
た

が
丈
業
し
て

q
活
保
註
給
引
を
受
け
て
い
た
、
出
産
に
と
も
な
い
児
童

T

当
を
市
高
し
た
と
き
、
存
留
許
可
舎
の
提
出
を
支
給
条
件
と
さ
れ
た
の
で
、

ド
イ
ツ
凶
民
に
以
ぶ
さ
れ
な
い
当
設
条
件
は

R
C法
卜
岱
け
さ
れ
る
同
籍

差
川

E
違
法
だ
と
訴
え
た
。
こ
の
児
童
手
当
は
、
税
財
源
の
非
拠
山
型
給

付
で
定
の
客
鋭
的
条
件
を
具
仙
す
れ
ば
ド
イ
ツ
凶
民
に
は

j

円
動
的
に
支

給
さ
れ
た
n

ー
ィ
ツ
の
行
政
裁
判
所
か
ら
先
決
裁
定
を
求
め
ら
れ
た

E
C裁
判
所

は
、
山
川
先
国
が
原
告
の
居
住
を
許
川
町
し
て
い
る
本
件
で
は
、

Hm刊
は

ι七

市
民
の
移
動
同
作
松
を
迫
誌
に
わ
使
し
た
告
と
み
な
せ
る
の
で
、

R
C法

上
の
阿
籍
芹
別
禁
止
原
則
の
適
用
を
受
け
る
地
作
に
あ
る
と
認
め
た
(
裁

定
五
八
六
一
段
)
。
そ
し
て
、
本
件
の
出
世
手
当
は

E
C条
約
の
姐
肘

範
岡
山
川
町
市
山
項
ゆ
え
に
(
計
七
段
」
、
同
凶
民
に
は
要
求
し
な
い
支
給
以

什
を

E
U
の
他
国
民
に
挺
求
す
る
の
は
、
凶
籍
#
l

片
別
世
一
市
止
原
則
に
違
反
す

る
と
判
断
し
た
(
六
一
六
凶
段
)
。

こ
の
先
決
裁
定
的
結
果
、
山
先
同
が
居
作
を
認
め
て
い
る

E
U諮
問
川
氏

は、

E
U巾
民
と
し
て
の
移
動
居
性
格
を
適
法
に
行
使
し
た
者
と
み
な
せ

る
の
で
、

E
C法
の
適
肘
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
阿
籍
だ
別
禁
止
原

則
が
適
刷
き
れ
る
と
い
う
原
則
が
一
ボ
さ
れ
た
。

グ
ル
ゼ
ル
チ
ク
事
件
(
一
つ
つ
一
)

一
0
0
一
年
の
グ
ル
ゼ
ル
チ
ク
(
口
可
児
片
宮
町
)
事
件
は
、
原
則
的
止

場
を
さ
ら
に
鮮
明
に
し
た
く
わ
え
て
「

E
U市
民
権
」
は

E
U諮
問
封

の
慕
本
的
地
併
で
あ
り
、
従
来
の

E
C法
上
の
(
労
働
者
の
移
動
の
自
市
川

な
と
)
基
本
的

U
出
と
も
異
な
る
権
利
'
と
し
て
阿
有
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き

北法58(3.32:;) 1389 

こ
と
を
明
確
に
し
た
。

本
件
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
凶
年
制
卜
入
学
に
在
学
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
原
パ
ー

が
最
終
年
次
に
学
業
品
忙
の
た
め
、
生
計
の
た
め
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
時
川
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が
と
れ
な
く
な
り
窮
乏
し
た
り
そ
こ
で
ベ
ル
ギ
ー
の
生
活
保
譲
給
付

(
三
一
コ
-
ヨ
命
立
を
中
請
し
た
c

こ
の
給
付
は
税
引
源
的

4
拠
出
型
給
付
で

一
疋
の
客
観
的
条
件
を
満
た
し
た
ベ
ル
ギ
ー
凶
民
に
は
申
請
が
あ
れ
ば
支

給
さ
れ
た
n

し
か
し
ベ
ル
ギ
ー
法
は
、
外
国
人
へ
の
支
給
は
制
限
し
、

E

C
法
卜
の
労
働
省

F
E
C
規
則
一
?
九
二
/
六
八
号
の
適
用
対
象
者
)
、

世
固
持
者
、
難
民
に
支
給
対
象
を
限
定
し
て
い
た
。
原
告
は
こ
れ
が
阿
籍

差
川
波
小
川
原
則
に
以
す
る
と
訴
え
た
。

ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
か
ら
の
先
決
裁
定
清
水
を
受
け
た

E
C
裁
判
所

は
、
本
件
の
原
山
が
労
働
者
で
は
な
い
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
(
裁
定
一

五
八
段
)
、
川
泊
料
議
給
付
の
支
給
が
拒
芹
さ
れ
た
の
は
原
川
口
の
外

国
籍
だ
け
が
埋
巾
で
あ
る
か
ら
、
同
諸
芹
別
の
事
案
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
(
一
九
段
、
凶
籍
差
別
は

E
C条
約
の
週
崩
範
岡
内
で
禁
け
さ
れ
る
が
、

適
川
純
附
に
あ
る
か
と
う
か
は
、

E
亡
巾
い
民
権
の
規
山
ん
も
合
わ
せ
読
ん
で

刊
附
す
る
と
述
べ
る
(
一
心
段
)

J

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
c

「
E
じ
市
民
権
は
、
構
成
諸
阿
の
国
い
民
民
の
杭
焦h
本
的
地
位
と
な
る
べ
き

定
め
に
あ
り

(ωd
。。
3戸門竺F
己。ロ
p

の芹汁吋

z勾
-z勾
己
己

z里門二『
E戸zE戸E口(乱
EH廿甘川戸戸呂命
Eロ己庁
Eω己-竺一門己号]r伶

2ω
 

戸E同ロ戸の己♀「
E。ケ

zの2戸FFrの『
E戸E同ロE戸己込Eβ
旨

2Eド巳「己戸

β巳F

の
状
況
に
あ
る
人
は
九
法
ば
的
に
同
一
の
待
週
を
乏
け
苧
ら
り
れ
る
よ
う
に
す

る
も
の
で
あ
る

O

た
だ
し
、
明
丈
で
定
め
ら
れ
た
例
外
に
は
服
す
る
c

マ
ル
テ
イ
ネ
ス
・
サ
ラ
事
件
で
判
一
不
し
た
よ
う
に
、

R
じ
市
民
は
、

山
川
先
図
的
領
土
内
に
適
法
に
同
作
す
る
場
合
、

E
C法
の
事
項
的
適

用
範
囲
内
の
あ
ら
ゆ
る
場
而
に
お
い
て

E
C条
約
六
条
〔
現
一
一
条
、

同
籍
先
別
禁
止
原
則
〕
を
長
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

場
耐
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

E
C
条
約
が
保
障
す
る
〔
労
働
計
の
〕

荒
木
的
自
由
刊
を
行
使
す
る
場
出
や

E
C
条
約
8
a

〔
現
一
八
〕
条
が

刊
与
す
る
他
の
構
成
同
に
移
動
し
居
作
す
る

を
行
使
す
る
場
面
な
と
で
あ
る
c

一

ItiJと58(3・324)13以)

〔E
じ
市
民
の
〕
権
利

(
一
一
一
二
段
)

た
だ
し
、

E
じ
巾
民
の
移
動
居
性
格
も

E
C
条
約
等
の
J

疋
め
る
制
限
と

条
件
に
は
服
す
る
(
一
一
七
段
)
。
ゆ
え
に
平
刊
の
場
合
、
い
了
牛
肉
山
路
動

桁
令
九
/
九
ハ
口
一
条
が
諜
す
条
刊
(
布
資
力
説
件
、
咲
病
保
険
要
件
、

学
籍
保
持
法
件
)
に
は
服
す
る
(
一
八
段
)υ

し
か
し
布
資
力
要
件
に
つ

い
て
は
、
学
刊
の
場
人
n
は
、
本
人
、
配
偶
占
と
扶
養
子
を
+
昔
、
つ
に
十
分
な

資
力
が
あ
る
こ
と
を
入
困
時
に
出
先
回
当
局
に
納
得
さ
せ
れ
ば
い
止
り
(
凶

。
川
段
)
、
山
先
同
の
社
会
保
障
制
度
の
公
的
財
源
へ
の
「
不
合
理

な
れ
同
担
」
と
な
ら
な
い
限
り
は
、
時
的
に
窮
乏
し
て
社
会
保
障
給
付
を

申
請
し
て
も
布
資
力
説
件
を
欠
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
併
す
べ
き
で

あ
る
(
凶
一
州
五
段
)
。
ゆ
え
に
、
本
件
の
生
活
保
護
給
刊
の
よ
う
な

訓
拠
出
型
の
社
会
給
付
の
受
給
資
倍
に
つ
い
て
、
白
国
民
に
は
謀
さ
な
い
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条
件
を
、
適
法
に
居
什
ー
す
る
他
の
構
成
国
の
国
民
に
だ
け
課
す
こ
と
は
、

E
U
巾
川
氏
桂
を
行
使
し
た
者
へ
の
同
諸
井
別
の
ポ
け
の
原
則
に
違
以
す
る

も
の
で
禁
止
さ
れ
る
(
四
六
段
)
、
と
判
断
し
た
コ

こ
の
事
件
裁
J

疋
は
以
後
の
判
例
展
開
に
重
ま
な
基
礎
を
与
え
た
。
第
一

に、

E
U
?巾
民
権
を

E
U各
凶
民
の
「
基
本
的
地
位
と
な
る
べ
き
f

疋
め

に
あ
る
も
の
と
)
て
、
は

v

め
て

E
じ
法
上
、
市
く
位
置
づ
け
た
じ
第
一

に、

ιじ
巾
い
民
の
移
動
居
住
権
が

E
C
U
の
「
制
限
と
条
刊
」
に
服
す
る

と
い
う
制
限
丈
言
を
厳
格
に
解
釈
す
る
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

E
U
市

民
権
の

iH
い
杭
置
づ
け
と
「
制
限
と
条
件
」
の
υ

胤
格
解
釈
と
い
う
組
み
人
門

わ
せ
を
通
し
て
、

E
じ
市
民
の
移
動
用
住
権
規
定
に
、
円
札
米
の
労
働
者
等

の
移
動
的
円
由
と
は
別
の
、
独
一
H
の
巨
味
を
読
み
込
む
余
地
が
川
じ
た
c

第
一
に
、
困
籍
差
別
禁
J
H
原
則
が

E
U
巾
民
権
を
行
使
す
る
人
に
原
則
と

し
と
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
人
的
適
用
範
阿
」

は
E
U
市
民
権
を
わ
便
し
た
人
一
般
に
拡
大
し
た
c

そ
こ
で
、

E
U
巾
川
氏

に
つ
い
て
は
、
以
絞
は
「
事
項
的
適
用
範
阿
」
に
も
ワ
ば
ら
当
訟
原
則
の

適
肘
純
附
阿
定
の
問
題
は
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
n

一
九
九

0
年
代
の

E
C
条
約
改
T
K
で、

E
C
法
の
苧
項
的
適
用
範
閉
が

舷
大
し
た
こ
と
を

E
ね
あ
わ
せ
る
と
、
以
上
の

E
C
裁
判
所
の
解
釈
に
よ

り
、
移
動
し
た

E
U市
民
は
、
有
資
力
で
疾
病
保
険
を
具
備
す
る
限
り
肘

作
権
を
も
ち
、
山
先
回
で
の
そ
こ
の
回
民
と
の
平
等
待
遇
を
相
当
に
広
範

刊
の
事
項
に
つ
い
て
ギ
張
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
保
障
給
付
も
同
機

で
あ
る
c

現
に

E
C
裁
判
所
は
、
九
八
口
年
代
ま
で
の
社
会
保
障
給
付

に
閲
す
る
先
例
を
一

c
o
o
-代
後
半
に
人
る
と
次
第
に
変
更
し
は
じ
め

た
。
そ
の
一
例
が
次
の
事
件
で
あ
る
。

一お

ピ
ダ

i
ル
「
由
主
ミ
)
事
件
(
一

0
0
丘
)

一
ひ
っ
五
年
ー
の
ピ
ダ

1
ル
事
件
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
阿
の
制
度
と
し
て

の
、
大
学
生
の
生
寸
前
費
を
低
利
で
融
資
す
る
公
的
大
学
サ
ロ

l
ン
制
度
の

利
用
資
格
の
平
等
が
中
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
服
刊
は
過
去
三
刊
問
イ
ギ

リ
ス
に
適
法
に
用
住
し
て
そ
こ
の
同
校
を
木
業
し
て
そ
こ
の
大
r干
に
入
学

し
た
の
で
、
当
誌
牛
治
資
口

l
ン
を
中
し
込
ん
だ
c

し
か
し
利
刷
資
怖
が

イ
ギ
リ
ス
の
「
定
作
「
号

E
E
)
」
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
利
用
を
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。
原
刊
の
外
凶
人
「
留
学
パ
川
」
と
い
う
在
留
資
格
は
、
花

刊
に
種
々
の
制
限
条
件
を
伴
、
つ
た
め
、
長
期
の
居
作
事
中
ん
が
あ
っ
て
も
イ

ギ
リ
ス
法
卜
は
法
的
制
限
条
件
な
く
ぷ
則
存
住
す
る
者
を
指
す
「
I

疋
住
」

長
と
は
扱
わ
い
れ
な
か
っ
た
の
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
定
住
」
長
に
利
用

資
格
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
事
実
1
外
同
諸
の

E
U
巾
川
氏
の
利
刷
排
除
に

等
し
く
、
域
内
を
適
法
に
移
動
居
休
す
る

E
U
市
民
に
対
す
る
違
法
な
凶

籍
£
別
で
あ
る
と
原
刊
は
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
イ
ギ
リ
ス
政
府

は
、
一
九
八
八
年
の

E
C
裁
判
所
の
先
例
で
あ
る
レ
ア

(E三
宇

作

や

北法58(3-32;))1391
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一
日
必

ブ
ラ
ヴ
シ
(
ロ

2
4
=
)
事
刊
を
論
拠
に
反
論
し
た
ο

こ
れ
ら
の
事
件
に
お

い
て
、

E
C裁
刊
所
は
ト
入
学
パ
汁
の
ぺ
活
維
持
費
に
対
す
る
凶
家
の
柿
肋
は

E
C円
以
上
の
阿
籍
芹
別
的
渋
川
原
則
の
事
政
的
適
崩
純
岡
外
で
あ
る
と
判

断
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
本
件
制
伎
の
資
格
限
定
も

E
C法
上
は
違
法
で
は

な
い
、
と
。
こ
う
し
て
争
点
と
し
て
、
第
一
に
、
先
例
以
降
の

E
U訟
の

発
灰
に
附
ら
v

て
、
と
り
わ
け
E
U市
民
の
移
動
肘
住
権
の
追
加
や
教
育

分
好
へ
の

E
C
の
政
策
権
限
の
拡
大
な
ど
に
問
、
ら
し
て
、
今
日
で
は
、
大

学
生
の

q
活
費
に
対
す
る
構
成
凶
の
補
助
も

E
C条
約
の
事
項
的
地
用
範

問
内
と
口
出
る
べ
き
で
は
な
い
か
治
に
、
も
し
そ
う
な
ら
、
本
件
の
川

消
費
口

I
ン
の
利
用
資
格
制
限
は
、

E
C条
約
の
凶
籍
差
別
禁
川
原
則
に

反
す
る
か
、
そ
の
判
断
某
準
は
何
か
、
が
も
ち
あ
が
っ
た
c

先
決
裁
定
の
請
求
を
受
け
た

E
C及
判
所
は
、
グ
ル
ゼ
ル
チ
ク
ポ
件
の

判
己
円
を
再
確
認
し
(
裁
定
一

o
=三
段
)
、
ま
た
本
件
原
山
が
、
十
分

な
資
力
と
校
梢
保
険
を
貝
備
す
る
者
で
は
な
い
と
構
成
阿
に
認
定
さ
れ
て

い
な
い
限
り
、

E
C条
約

八

条

(
E
U市
民
の
移
動
肘
性
惟
)
お
よ
び

E
C指
令
九
O

/
三
λ
四
号
(
有
資
力
者
白
山
移
動
指
令
)
に
も
と
づ
い

て
、
問
先
固
で
の

E
C法
卜
の
居
件
権
を
も
っ
と
述
べ
る
(
三
五
三
ハ

段
)そ

の
う
え
で
先
例
(
レ
ア
事
件
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
)
を
変
更
し
て
百
う
。

先
例
日
後
、

E
U巾
川
町
権
的
規
1

記
、
教
育
や
職
業
川
練
に
関
す
る

E
C
の

政
策
権
限
規
定

(
E
C条
約
一
同
九
条
な
ど
)
が

E
C条
約
に
追
加
さ
れ

た
、
こ
の

E
C法
の
発
尽
を
与
膚
す
る
と
、

R
U
市
民
が
他
の
構
成
同
に

適
法
に
肘
住
し
て
い
る
と
き
は
、
低
利
貸
付
金
や
契
学
企
の
い
ず
れ
の
形

態
で
あ
れ
、
V
J

了
生
の
パ
汁
活
費
補
助
の
受
給
資
格
に
つ
い
て
は
、

E
じ
巾
い
民

に
同
給
芹
別
禁
け
の
原
則
が
適
附
さ
れ
る
、
と
(
一
一
八
凶
一
段
)
c

そ

ν

て
本
件
の
場
合
、
「
{
厄
住
」
要
件
を
通
し
た
附
終
的
な
阿
籍
片
山
が
存

存
す
る
と
断
じ
た
り

ItiJと58(3・326)1392

も
っ
と
も
、
他
の
構
成
固
か
ら
来
た
外
同
人
学

q
へ
の

q
活
山
賀
補
助
が
、

主
入
阿
の
提
供
す
る
公
的
補
助
の
全
体
水
準
に
影
響
す
る
ほ
ど
不
合
理
な

負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
受
入
国
が
公
的
扶
助
制
度
を
設
計
し
送
附
す
る

こ
と
は
許
き
れ
る
、
と

E
C裁
判
所
も
認
め
、
受
入
国
が
、
学
刊
の
牛
活

賀
補
助
に
つ
い
て
、
受
入
凶
社
会
へ
の
」
疋
程
度
の
統
合
「

E
Z山

E
E乏

を
示
す
学
生
に
の
み
付
ワ
す
る
の
は
止
当
で
あ
る
と
認
め
た
(
五
六
五

t
段
)
、
し
か
し
本
件
の
場
合
、
防
告
に
は
声
近
過
士
一
一
年
聞
の
居
作
事

実
が
あ
る
の
に
「
情
学
生
」
の
資
格
で
あ
る
限
り

J
4
性
」
者
に
は
法
的

に
な
れ
な
か
っ
た
り
こ
れ
は
辻
当
な
制
民
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て

過
度
に
移
動
制
以
的
で
あ
り
違
法
で
あ
る
か
ら
(
ハ
一
ハ
一
段
)
、
や

は
り
本
件
の
利
崩
資
格
限
定
は
、

E
C条
約
二
一
条
の
阿
籍
芹
別
禁
止
の

原
則
に
反
す
る
と
判
断
し
た
(
六
一
一
段
)
。

以
ト
の
ピ
ダ
l
ル
事
件
に
軒
以
似
し
た
事
業
で
、
や
は
り
先
例
を
変
更
し



た
例
と
し
て
、

(
C
E
E
Z
)
事
件
が
あ
る
。

ひ
っ
一
四
年
の
コ
リ
ン
ズ
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れ
は
、

扉
川
促
進
と
就
職
出
動
中
町
長
の
川
活
維
持
文
様
の
た
め
に
給
付

さ

れ

る

イ

ギ

リ

ス

の

社

会

保

障

給

付

の

一

つ

「

求

職

者

手

当

(]三

zzwZ〆戸
=
c
d
T己
完
)
」
が
イ
ギ
リ
ス
の
「
常
用
者

(
E
Z
E
己
主

巳
号
日
)
一
に
の
み
支
給
き
れ
る
1

円
を
、
イ
ギ
リ
ス
に
移
動
し
て
就
職
情

動
を
し
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
原
山
が
回
籍
芳
別
だ
と
♂
占
え
た
も
の
で

あ
る
の
か
つ
て
の
一
九
八
口
九

0
年
代
の

R
C判
例
で
は
、
求
職
者
は

就
労
し
た
労
働
省
と
地
位
を
異
に
し
、
出
先
凶
で
の
「
社
会
的
利
品
一
の

干
等
待
辿
は
保
障
さ
れ
ず
、
「
雇
尉
ア
ク
セ
ス
」
の
機
会
の
平
等
疋
げ
を

一
日
刊

享
そ
で
き
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
雇
用
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る

目
的
の
各
国
の
公
的
給
付
は

γ守
待
遇
の
対
象
外
と
き
れ
て
い
た

n

し
か

し
、
本
件
コ
リ
〆
ズ
事
件
の

E
C裁
判
川
は
、
そ
の
後
の

E
U市
民
権
の

創
設
な
と

E
C法
の
皮
肉
に
川
県
ら
す
と
、
「
構
成
阿
の
労
働
巾
場
で
の
醇

用
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
円
的
で
の
金
銭
的
給
引
を
、

E
C条
約
四
八
条

一
墳
[
労
働
者
の
出
先
困
同
封
と
の

γ等
待
遇
〕
の
範
岡
か
ら
除
外
す
る

こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
い
」
(
裁
J
疋

λ
一
一
段
)
と
述
べ
て
、
か
什
国
の
醇

用
促
進
目
的
の
社
会
保
障
給
付
を

E
C法
上
の
事
項
か
ら
除
外
し
て
い
た

引

先
例
を
変
更
し
た
(
ハ
四
段
)
。

四

f心

以
卜
の

E
C
判
例
の
灰
聞
は
、
次
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
り
第
一
に
、

E
U弁
凶
の
人
々
に
新
た
に

E
U
の
市
民
と
し
て
別
途
保
諒
さ
れ
る
実
体

的
な
権
利
を
伴
う
地
位
を
付
与
し
た
付
す
な
わ
ち

E
C条
約
の
「

E
U市

民
権
」
規
定
を
「
ゑ
本
的
地
位
」
と
位
置
づ
け
、
か
っ
実
体
的
権
利
と
し

て、

E
U市
川
氏
と
し
て
の
移
動
居
件
桟
を
適
法
に
行
使
し
た

E
U
?巾
氏
に

は
山
先
凶
で
の

(
E
C法
の
適
用
範
凶
内
の
事
項
に
つ
い
て

)γ
等
待
遇

を
原
則
と
し
て
求
め
う
る
こ
と
を
明
言
し
た
。

第
二
に
、

E
U巾
川
氏
の
移
動
居
件
梓
的
基
本
的
地
位
と
い
う
解
釈
に
対

応
し
て
、
構
成
回
の
地
位
が
変
化
し
た
構
成
阿
は
、

E
U
巾
討
を
よ
巴
絞

ま
た
は
川
接
に
国
持
に
も
と
づ
い
て
区
別
す
る
祈
会
保
障
問
肢
の
編
成
や

逆
肘
に
つ
い
て

E
C法
上
町
半
当
化
を
迫
ら
れ
る
地
位
に
変
化
し
た
。
そ

の
制
皮
と
日
ハ
体
的
運
用
が
、

E
C法
上
7
1
4
1
と
認
め
ら
れ
る
門
的
を
直
求

す
る
も
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
当
誌
止
当
目
的
に
関
連
し
、
か
つ
比
例
し

た
制
民
設
計
や
制
反
逆
肘
に
な
っ
て
い
る
か
を
構
成
国
は
v

止
証
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
構
成
問
は
、
社
余
保
障
制
民
を
「
同
氏
」
の
た
め
に

自
体
的
に
編
成
で
き
た
地
位
か
ら
、
国
民
と

R
七
市
民
の
両
方
の
た
め
に

北法58(3.327) 1393 

編
成
す
べ
き
地
位
へ
と

E
C法
か
ら
転
換
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
c

こ
の
転
換
は
、
井
凶
の
懸
念
を
ま
す
ま
す
深
め
た
も
と
も
と
一
九
九

0
年
代
の
三
折
令
で
、
経
済
活
動
を
し
な
い
人
々
の
う

4
、
「
有
資
力
者
」

「
退
職
占
」
「
学
生
」
に
限
っ
て
修
動
府
住
権
を
認
め
た
と
主
も
、
そ
れ
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ら
の
者
が
受
入
国
の
社
会
保
障
制
度
の
負
折
と
な
る
こ
と
を
科
目
は
懸
念

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
指
令
で

l
分
缶
、
力
と
挟
病
保
険
の
具
備
を
移
動
居
作

権
発
牛
の
要
件
と
し
た
〕
さ
ら
に
り
了
生
指
令
で
は
、
学
刊
に
は
受
人
阿
で

の
生
川
保
議
給
付
を
市
求
す
る
権
利
は
な
い
と
ま
で
規
定
し
て
い
た
(
川

指
令
三
条
)
c

と
こ
ろ
が
一

0
0
一
年
の
グ
ル
ゼ
ル
チ
ク
事
件
で
、
，
一
子
パ
け

が
生
日
保
護
給
付
を
高
求
し
た
と
き
、

E
C
裁
判
所
は
、
学
生
は
学
牛
と

し
て
請
求
で
き
な
く
て
も
、
寸
注
入
阿
に
適
法
に
居
什
ー
す
る
限
り
は
「

ιじ

市
民
一
こ
し
て
、
受
入
凶
の
「
不
介
理
な
一
員
担
こ
な
ら
な
い
限
り
は
、

川
活
保
護
給
付
を
受
入
国
阿
民
と

M
l
d条
件
で
話
求
し
う
る
と
判
断
1

ザ

た。

ιじ
か
什
円
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
学
川
指
令
今
一
条
の
也
旨
を
希
薄
化

す
る
も
の
に
み
え
た
υ

き
ら
に
ピ
ダ

l
ル
事
件
む
も
、
学
生
指
令
一
一
条
が

円
ぴ
議
論
さ
れ
た
が
(
州
事
件
裁
定
同
四
段
」
、

E
C
裁
判
所
は
、
本
件

の
原
告
は
、
も
と
も
と
経
済
活
動
に
従
事
し
な
い
、
有
資
力
の

E
じ
市
民

で
あ
り
、
学
一
什
指
令
は
事
…
廷
に
関
係
し
な
い
と
応
答
し
た
(
裁
定
四

π

凶
f

ハ
段
)
じ
こ
う
し
て
す
い
ス
入
問
の
社
会
保
障
角
(
旧
刊
の
増
加
を
子
防
す
る
た

め
に
お
か
れ
た
規
定
は

R
C判
例
に
よ
り
適
肘
局
面
が
ま
す
ま
す
限
定
さ

れ
て
い
一
っ
た
。
対
応
し
て
件
凶
の
必
曜
は
川
休
ま
っ
た

n

し
か
も
社
会
保
障

給
付
の
と
れ
が
固
持
差
別
禁
け
の
対
象
と
な
る
か
の
範
岡
も
こ
れ
ま
で
の

判
例
展
開
で
は
明
確
で
は
な
い
n

こ
れ
ま
で
は
慨
し
て
非
拠
出
型
の
給
付

一
一
一
が
対
象
と
な
っ
て
主
た
が
、
こ
れ
に
限
ら
れ
る
か
と
う
か
は
不
明
で

あ
る
。
こ
れ
も
各
同
の
懸
人
，

ra深
刻
に
し
た
。
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第
三
に
、
も
ち
ろ
ん

R
C裁
判
所
も
構
成
凶
の
懸
念
に
は
一
心
疋
の
配
慮

を
し
め
し
、
構
成
刊
の
社
会
保
障
制
度
の
制
度
設
計
に
お
い
て
、

E
U
市

民
た
る
外
国
人
の
大
量
の
流
入
に
よ
り
、
社
台
保
障
問
肢
の
財
源
へ
の
「
不

合
珂
な
一
負
担
を
防
ぐ
た
め
に
制
度
利
用
資
格
の
制
約
を
設
け
る
こ
と
白

体
は
市
当
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
な
に
が
「
不
合
理
」
か
は
将
来
の
ぷ
也

と
さ
れ
た
ま
主
で
あ
る
。
ま
た
、
利
肘
資
格
制
限
の
正
当
引
は
、
個
々
の

給
付
の
貝
体
的
な
判
的
に
照
ら
し
て
、
さ
ら
に
細
か
く
審
査
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た)

E
C
止
法
|
|
二

0
0
凶
年
新
指
令
二
凶
条
の
攻
防

こ
の
よ
う
な

E
C判
例
に
技
し
た
各
同
政
府
は
、

R
C
リ
法
を
通
じ
て
、

一
疋
純
凶
で
は
刊
例
展
開
を
実
定
化
し
て
存
認
し
つ
つ
も
、
同
時
に
疋

範
囲
で
は
こ
れ
以
卜
の
判
例
の
発
展
に
曲
川
め
を
か
け
よ
う
と
し
た
そ

れ
が
二

0
0
凶
年
の
新
日
出
移
動
折
令
(
新
指
令
)
で
あ
る
υ

こ
れ
は
一

九
九
0
年
代
の
一
今
指
令
に
世
き
換
わ
る
。

利
指
令
は
、
次
の
点
で
は
、
判
例
を
受
け
入
れ
た
す
な
わ
ち
、

E
U

市
民
と
そ
の
家
族
が
山
先
国
で
社
会
保
障
制
度
に
頼
っ
た
こ
と
だ
け
で

は
、
山
動
的
に
同
外
追
放
併
置
は
と
れ
な
い
と
疋
め
(
一
凶
条
三
項
)
、
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山
先
同
の
社
会
保
障
制
度
に
「
不
作
理
な
」
負
担
と
な
ら
な
い
限
り
は
、

同
住
佐
を

E
U市
民
と
そ
の
京
族
は
も
っ
二
川
条
一
明
)
と
定
め
る
円

で
あ
る

3

な
お
、
宇
牛
に
つ
い
て
は
、
「
回
作
期
間
を
通
し
て
」
十
分
な

資
力
を
も
ち
、
山
先
日
の
村
公
保
障
問
伎
の
負
担
と
な
ら
な
い
こ
と
(
七

条
一
項

c
号
後
段
)
と
の
規
疋
が
以
前
の
学
生
指
令
と
同
様
に
置
か
れ
て

い
る
つ

ν
か
v

こ
れ
は

E
C条
約
の

E
U市
民
権
の
ほ
う
が
草
本
的
地
位

の
権
利
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
新
指
令
の
当
該
規
定
は
グ
ル
ゼ
ル
チ
ク
事
件

の
判
旨
に
則
し
て
限
定
的
に
厳
析
に
解
釈
さ
れ
る
w

」
と
に
な
ろ
う

他
方
で
、
新
指
令
は
、
件
凶
の
什
会
保
障
給
付
に
つ
い
て
は
、

R
C判

例
の
展
開
に
対
抗
す
る
一
項
を
入
れ
た
り
新
指
令
一
同
条
は
、
一
項
で

E

U
巾
川
氏
が
主
人
同
で
そ
こ
の
凶
民
と
の
干
等
待
遇
を
受
け
る
と
定
め
る

が
、
一
墳
で
一
項
の
「
適
用
除
外
乏
の

2
2
5
E」
を
定
め
る
。
す
な

わ
ち
、
全
入
阿
は
、
あ
ら
ゆ
る

E
じ
市
民
に
対
し
て
受
入
国
で
の
居
住
開

始
か
ら
少
な
く
と
も
一
一
ヵ
片
は
社
会
保
障
給
付
を
付
守
す
る
義
務
は
負
わ

な
い
ま
た
受
人
国
は
、
苧
川
に
対
す
る
川
活
保
護
給
付
を
、
当
該

E
U

市
民
が
(
出
先
困
で
の
辿
続
五
年
の
迫
法
な
居
住
事
実
に
よ
り
)
永
住
持

を
取
得
す
る
ま
で
は
給
付
表
務
を
負
わ
な
い
、
と
c

ト
と
こ
ろ
が
、

-ooh年
の
ピ
ダ

1
ル
事
件
の

E
C裁
判
川
は
、
こ
の

新
指
令
一
阿
条
を
記

T
に
と
っ
と
、
同
条
一
頃
で
移
動
し
た

E
じ
巾
民
の

乏
人
同
に
お
け
る
平
等
引
辿
を
原
則
と
し
、
一
項
で
社
会
保
障
給
付
に
一

ハ
疋
の
制
限
や
条
刊
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば

E
七
各
同
が

や
は
り
原
則
と
し
て
社
会
保
障
給
付
も
平
等
科
辿
の
対
象
に
な
る
こ
と
を

認
め
た
も
の
だ
と
原
則
を
強
調
す
る
解
釈
を
展
開
し
た
(
決
定
凹
一
段
)

3

こ
の
よ
う
に

E
C裁
判
所
は
あ
く
ま
で
も

R
C法
の
事
項
的
適
肘
範
凶

内
で
は
乏
入
同
で
の

E
U市
民
の
平
等
待
遇
保
障
を
珂
忽
像
と
し
て
世
い

て
い
る
。
他

h
、
構
成
困
は
社
会
保
障
の
白
律
的
編
成
権
を
原
点
に
し
、

そ
の
以
内
、
か
ら

E
亡
町
民
の
社
会
保
障
給
付
に
対
す
る
制
約
を

E
Cウ
法

で
規
定
し
よ
う
ζ

し
た
し
か
し
、

E
C裁
判
所
は
、
指
令
よ
り
も
ト
位

の
R
C条
約
刈
予
乞
根
拠
と
す
る
解
釈
論
今
一
反
問
す
る
が
ゆ
え
に
、
件
凶

の
立
法
的
な
対
抗
も

E
C判
例
に
は
十
分
対
抗
で
き
て
い
な
い
、
こ
う
し

て
E
C刊
例
が
求
め
る
、

E
U巾
川
氏
の
理
惣
品
慨
を
尚
一
徒
に
す
る
と
、
遅
か

れ
早
か
れ
、

E
U諸
凶
問
の
社
会
保
障
制
度
の
相
瓦
の
財
政
調
献
の
方
法

が
模
索
さ
れ
る
べ
き
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
々
什
凶

の
社
会
保
障
制
度
は
、
そ
の
理
念
を
含
め
て
根
本
的
な
見
声
し
を
迫
ら
れ

て
い
る
。

む
す
び

北法58(3-32:>)1395

以
上
の
事
例
を
通
し
て
、
(
は
の
ク
レ
オ

l
ル
)
と
キ
体
的
以
形
成
に

つ
い
て
次
の
指
摘
が
で
き
る
だ
ろ
う
c
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に、

E
亡
に
お
い
て
は
、
法
の
形
成
計
と
な
り
う
る
桝
人
が
多
元

化
し
た

c
E
U各
国
の
「
同
川
同
一
で
あ
り
、
か
つ
「

E
U市
民
一
で
あ
る

と
い
え
る
法
的
状
況
が
、
具
体
的
な
実
休
的
権
利
を
伴
っ
て
、
次
第
に
充

実
し
て
い
る
。
実
体
的
権
利
の
内
容
が
薄
い
事
例
で
も
、
移
動
肘
仕
権
を

行
使
し
た

E
U市
民
に
対
す
る
出
先
固
で
の

(
E
C条
約
の
適
用
範
阿
に

あ
る
事
項
の
)
千
等
待
遇
と
い
う
実
体
的
な
法
的
保
護
が
却
水
さ
れ
始
め

た
。
よ
り
実
体
性
が
同
庁
い
の
は
、
公
的
健
康
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
事
例
で
、

本
凶
の
医
掠
サ
ー
ビ
ス
が
忠
起
の
客
制
的
な
許
容
待
機
期
間
を
過
ぎ
て
も

提
供
さ
れ
な
い
場
合
は
、
域
内
他
何
で
心
不
阿
川
等
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
(
事

前
詐
り
な
く
)
本
国
制
度
負
刊
で
交
け
る
権
利
を
も
っ
と
ま
で
判
例
は
発

展
し
た
c

こ
の
、
患
者
の
本
凶
医
療
に
不
当
な
遅
延
が
あ
る
場
合
に
也
占

が
川
ら
の
健
康
を
保
註
す
る
た
め
に

E
C法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
、
域
内

他
国
の
公
的
際
婦
余
剰
利
用
梓
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
、

E
じ
市
民
の
実
体
的

権
利
は
、
本
阿
の
制
度
も
、

E
U諸
国
聞
の
合
意
二
九
七
一
利

E
C規

則
)
も
担
1
4
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
白
内
移
動
を
f

仏
く

認
め
る

E
C法
と
、
社
会
的
公
日
八
則
を
国
家
単
位
で
提
供
す
る
各
国
法
と

の
f

ク
レ
オ
ル
、
に
よ
り
、
新
た
に
生
じ
た
権
初
で
あ
る
と
い
え
よ
う
c

そ
の
新
た
な
権
利
を
形
成
し
た
主
体
は
、
白
ら
の
健
康
を
株
譲
す
る
切
迫

し
た
利
古
を
も
っ
て
白
山
移
動
の
権
利
を
キ
張
す
る
桐
人
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
、
凶
訟
の
枠
を
超
え
て

E
Cと
い
う
大
枠
で
社
会
的
公
共
則
の
提
供

第

を
考
え
る
悦
点
を
も
っ

R
C裁
判
所
で
あ
っ
た
。

E
r市
民
に
、
科
観
的

に
医
学
的
に
許
申
汗
さ
れ
る
矧
川
内
に
、
川
界
的
な
席
門
学
的
な
水
準
に
照
ら

ItiJと58(3・330)1396

し
て
妥
当
な
山
川
市
什
の
医
械
を
従
供
で
き
る
の
は
、
本
国
カ
同
に
つ
ね
に

縛
ら
れ
る
と
与
え
る
べ
き
で
は
な
く
、

E
じ
を
構
成
す
る
七
カ
国
が
高
一

新
し
て
こ
れ
に
あ
た
る
べ
き
で
、

E
U市
川
町
が
自
分
の
健
康
を
持
活
す
る

た
め
に
、
そ
の
一
七
カ
回
の
ザ
l
ピ
ス
を
選
以
で
き
る
と
与
え
る
こ
と
は
、

E
じ
市
民
社
会
の
構
築
に
役
斗
つ
と
い
う
長
期
的
発
想
に
も
と
づ
く
の

も
ち
ろ
ん

E
C裁
判
所
は
、
他
!
わ
刈
で
構
成
凶
の
社
会
保
障
制
度
の
編
成

と
運
リ
H
の
惟
隈
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「

E
C条
約
一
五
一
条
五

項
の
明
文
が
あ
る
)
。
ゆ
え
に
、

ι亡
市
民
の
選
択
権
を
制
約
す
る
各
凶

の
制
民
に
つ
い
て
、
財
政
均
術
や
「
困
民
一
へ
の
安
定
的
な
健
康
医
療
保

障
と
い
っ
た
同
家
中
位
の
利
益
も
市
北
コ
な
利
品
と
し
て
認
め
、

E
U市
民

の
桐
人
の
権
利
と
衡
是
す
る
斗
ぬ
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
法
的
衡
岡市
の
止
場
を
と
る
こ
と
山
体
が
、
「
凶
営
健
版
サ
ー
ビ
ス

(
X

H
S
)
I
M式
」
を
と
る
構
成
凶
(
そ
こ
で
は
伺
人
に
医
療
を
特
i

注
し
て
選

択
す
る
権
利
は
な
い
)
に
と
っ
て
は
、
恨
本
的
に
異
質
な
発
想
の
侵
入
と

一対
な
る
。
ま
た
「
社
会
保
険
方
式
」
の
固
に
と
っ
て
も
、
制
度
理
念
の
見
声

し
が
山
ら
れ
る
。
つ
ま
り
定
の
集
合
の
人
々
に
通
有
の
危
険
を
集
合
的

に
負
担
す
る
制
度
と
し
て
の
社
会
保
障
制
度
を
、
こ
れ
ま
で
同
家
単
位
で

構
築
し
、
そ
れ
を
「
阿
民
」
の
辿
布
と
し
て
説
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、



今
後
は
「
E
七
市
民
」
に
拡
大
し
た
辿
命
ー
と
し
亡
説
明
す
る
こ
と
を
心
ら

る
r

E
C裁
判
所
が
疋
当
化
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ

た
各
同
の
社
会
保
障
制
度
の
編
成
と
運
用
上
の
坦
念
や
与
慮
は
、
も
は
や

各
凶
別
的
珂
念
や
考
膚
で
は
な
く
、

E
C諸
凶
に
共
通
の
、
よ
り
普
直
的

第
二
に
、
そ
れ
ゆ
え
、

{法ぴ〉クレオ ル〉と主体的法形成の柿究へのアプロ ヂ(， ) 

な
叩
何
人
d
や
考
曙
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
見
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
じ
本
来

の
国
家
単
位
で
完
結
し
て
い
た
時
代
の
制
度
刃
念
や
考
慮
は
、
国
家
法
上

の
止
当
化
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
他
国
が
そ
の
理
念
や
当
膚
を
共
有
す
る

か
ど
う
か
は
問
う
必
要
が
な
か
ワ
た
。
し
か
し
、

E
C法
上
の
疋
当
化
会

迫
ら
れ
た
制
度
の
珂
念
や
考
慮
は
、
そ
れ
ら
が
他
凶
で
も
理
念
や
考
置
と

し
て
共
有
き
れ
う
る
か
と
い
う
一
定
の
普
通
件
を
史
求
さ
れ
る
υ

ゆ
え
に
、

E
C裁
判
川
が
各
国
の
社
会
保
障
制
度
の
設
社
や
淫
川
事
例
に
つ
い
て
凶

諾
£
別
存
存
を
行
う
と
き
、
国
内
の
標
準
だ
け
に
訴
え
る
こ
と
を
排

L
、

回
際
標
準
を
与
臨
す
る
こ
と
を
要
請
す
る

υ

ま
た
、
各
阿
の
社
会
保
障
財

政
の
不
均
衡
へ
の
懸
念
に
つ
い
て
も
「
不
台
却
な
」
負
担
と
い
う
概
念
を

用
い
て
、
そ
の
合
町
内
性
を

ι
c次
元
で
客
観
的
に
判
断
す
る
余
地
を
残
し

て
い
る
c

一C
C
岡
引
の
人
の
移
動
に
関
す
る
新
指
令
も
、

E
U
巾
氏
た

る
外
同
人
に
対
す
る
各
困
の
保
障
主
務
の
範
囲
に
つ
い
て
の
H
ハ
辿
了
解
を

示
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
n

こ
う
し
て
、
井
凶
別
に
始
ま
っ
た
社
公

保
障
制
度
は
、
ノ
ど
の
巡
肘
に
お
い
て
、

E
C法
と
の
融
介
が
桁
ま
り
、
そ

れ
を
通
し
て
、

E
亡
諸
国
制
度
聞
に
も
、
一
ハ
疋
の
相
互
連
扶
が
進
ま
ざ
る

を
符
な
く
な
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
に
、

E
Cを
通
し
て
、
名
凶
山
来
的

制
度
そ
の
も
の
が
、
逆
刷
卜
の
芳
市
や
用
念
に
お
い
て
、

E
じ
に
よ
り
い
っ

そ
う
昔
温
的
な
原
則
や
考
置
に
も
と
つ
く
選
肘
と
目
的
の
制
民
へ
と
牛
ま

れ
変
わ
る
凸
に
も
ハ
法
的
ク
レ
オ

l
ル
~
を
見
山
川
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ウ

、勺ノじ

二
C
C
七

子千

ノ、

(
i
)
E
U
法
と
は
、

(
L
)
R
C
(欧
州
共
同
体
)
、

(
μ
)
Hハ
通
外
交
・

安
全
保
障
政
策
分
野
の
政
的
刷
協
力
、
(
型
車
祭
・
刑
事
司
法
分

野
の
政
府
間
協
力
と
い
う
三
つ
の
制
度
の
各
誌
の
総
称
で
あ
る

3

こ
の
つ
も

E
C
の
法
が
大
部
分
を
占
め
、
最
も
独

μ
の
性
質
を
も

っ
ゆ
え
に
本
稿
で
は

E
C法
に

絞

る

こ

の

E
じ
法
に
は
、
成

文
の
法
と
し
て
、
来
木
法
制
た
る

E
Cぷ
止
条
約
、
そ
し
て
そ
の

基
本
法
規
に
も
と
守
つ
い
て

E
じ
め
機
関
が
採
択
す
る
派
川
法
規
と

し
て

E
C規
則
・
指
令
・
決
'
疋
・
凶
際
条
約
が
あ
る
不
正
の
法

と
し
て
「

E
C法
の
一
般
原
則
一
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

戸

2
)
市
米
欧
を
除
く

E
Hい
諸
国
の
紅
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
邦
I

え
で
は

さ
し
あ
た
り
、
同
伸
一

『欧
州
統
合
と
社
会
保
障
労
働
者
の

凶
際
移
動
と
社
会
保
障
の
副
藍
』

(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
吉
出
、
一
九
九

九」。

(

3

)

J

J

~

ニケー
τ巳
自
」
ロ
印
。
ロ

x
z
r
-
2
ω

匡
命
ロ
コ
「
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ω
=ク
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叶究ノ ト

(
出
)
も
っ
と
も
、
構
成
凶
は
阿
籍
と
熱
関
係
の
一
番
制
的
な

72コ
円
的

の
た
め
に
問
題
の
給
付
を
定
資
倍
の
人
に
限
定
し
て
支
給
す
る

こ
と
を
正
当
化
し
う
る
と

E
C
裁
判
川
も
認
め
た
ο

そ
し
て
、
求

職
者
と
構
成
田
の
労
働
市
場
の
聞
に
純
汗
な
述
問
が
あ
る
こ
と
を

伴
認
で
き
る
と
き
の
み
当
該
給
付
を
認
め
る
こ
と
は
正
当
だ
と
述

べ
た
(
裁
定
六
九
段
)
。
イ
ギ
リ
ス
の
件
訴
院
は
、
本
件
の
終
同

判
決
に
お
い
て
、
本
件
の
支
給
制
度
に

E
C
法
卜
の
違
法
は
な

か
っ
た
と
判
断
し
、
原
川
門
の
請
求
を
棄
却
し
た
υ

円
(
ニ
-
ご
μ

2

4

抗
命
内
円

Z
m戸
片
山
可
。
同
山
門
戸
内
勾
同

E
J
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ω口
早
で
内
ロ

2
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ω
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C
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h
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門
=
日
斗
。

(
犯
)
ド
イ
ツ
で
の
「
児
童
手
当
一
(
マ
ル
テ
イ
ネ
ス
・
サ
ラ
事
件
)
、

教
育
職
業
訓
練
修

f
直
後
の
若
者
の
段
初
の
就
職
を
促
進
す
る

目
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